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窓の月今

JA自己改革は新たなステージへ

本年10月29日に第29回JA全国大会が開催され、来年度からの次期３年間のJAグループ
の運動方針と取組実践方策が決定される。
今回大会は「持続可能な農業・地域共生の未来づくり」を主題としている。「創造的自

己改革への挑戦～実践」を主題としていた前々回および前回大会と比べると、今回は農協
の内から外に視線を転じ、自らが果たすべき使命を再確認して目標に掲げた印象を受ける。
同時に、副題に「不断の自己改革によるさらなる進化」を置き、主題を実現するためにJA
自己改革を継続していくことも明確にしている。
今回大会の議案検討においてポイントになったのは、本年６月１日に規制改革推進会議

が菅義偉首相に行った答申である。この答申は、16年に施行された改正農協法の５年後の
政府による見直しと准組合員の事業利用のあり方の結論となるものとして注目されていた。
答申は、農協改革について、准組合員の意思反映も含め「実践サイクル」を構築して自己
改革の取組みを継続することをJAグループに求める内容であった。
元来、政府による農協改革は、14年に規制改革会議が安倍前首相に答申した「農業改革

に関する意見」が発端である。この時JAグループは、農業の成長産業化を図る政治の大きな
流れのなかで、中央会制度の廃止、全農の株式会社化、信用事業の代理店化、准組合員の
事業利用への規制導入など農業協同組合の根幹に関わる重大な提起を突き付けられた。
その後の改正農協法成立を踏まえ、JAグループは以来５年余にわたり、農業者の所得増大、
農業生産の拡大、地域の活性化を柱とする自己改革の取組みを進めてきた。本年６月１日の
答申は、これまでのJA自己改革の取組みが組合員・利用者および世の中に支持されている
ことが政府に認められたものにほかならない。
一方で、日本の農業・農村と農協を巡る環境は、基幹的農業従事者の大幅な減少が続く

なか、自然災害の多発やコロナ禍による地方経済の疲弊など厳しさを増している。また、
温暖化対策と生態系保全に向けた世界の潮流や人々の価値観とライフスタイルの変化など
歴史的とも言うべき大きな変革に直面している。JAグループがこの環境変化に対応し乗り
越えていくうえで、次の３年間の取組みは極めて重要である。
今回大会に付議される取組実践方策は、「多様な次世代の担い手確保」が取組項目の筆
頭に挙げられ、全国の農協が目標を設定して農家の事業承継や農外からの新規就農の支援
に取り組むこととしている。これは世代交代と労働力不足に直面している日本農業のために、
まさにいま役割を発揮すべき最重要課題と言える。
また、「環境負荷の低い営農体系の確立」と「循環型社会への貢献」は今日的に重要な

取組項目である。脱炭素化と環境負荷軽減は地球そして地域の未来に向けた社会的要請で
あり、JAグループとしてこれまで以上に能動的な取組みが求められている。
地域共生社会に向けた「多様な組織との連携強化」も大切な取組項目である。コロナ禍で
深刻化している格差や差別などの社会問題は、成長や競争の原理では解決できない。協同の
力で地域活性化に取り組んできた農協が、地方自治体や価値観を共有する他の協同組織等
との連携を強化して安心して暮らせる社会の構築を共に目指していきたい。
これまで地域の農業と社会を支えてきた全国の農協役職員が、新たな環境変化を踏まえ

て自己改革を進化させ、組合員とともに持続可能な農業と地域共生の未来づくりに自信を
持って取り組んでいくことを期待したい。

（（株）農林中金総合研究所 代表取締役専務　柳田　茂・やなぎだ しげる）
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数量的に分析した金融機関の店舗の変化
─実際にアクセスが可能な実店舗数の推計から─

目　次
はじめに
１　金融機関店舗数の動向
（1）　金融機関店舗とは
（2） 店舗内店舗による再編の状況
（3） 実店舗数の変化
（4） 店舗の質的変化
（5） 金融機関店舗数とオーバーバンキング

２　地域別の金融機関の実店舗数の動向
（1） 地域別の金融機関の実店舗数の変化
（2） 人口動態と金融機関店舗

３　農山村における金融機関店舗の動向
（1） 市区町村別の金融機関店舗の動向
（2） 農協の店舗の動向
（3） 金融機関店舗の地域格差

おわりに

〔要 旨〕

民間の金融機関の店舗数は、2010年代を通してそれほど減少していないようにみえるが、

店舗内店舗などによる再編が進んだことやネット支店が増加したことで、実店舗は15年から

20年の５年間で9.2％減少したと推計される。人口減少が進んだ地域では実店舗数が減少して

いる傾向があり、人口動態と実店舗数の増減には相関関係があるとみられる。より詳しく市

区町村別に店舗の配置状況をみると、協同組織金融機関の店舗のみ立地している自治体は

18％程度で、うち８％は農協の店舗しかない。日本は先進諸国と比較すると、店舗の数が過

剰であると言われている。今後、人口減少やデジタルチャネルの普及により、さらに店舗数

が減少することが想定される。そうした状況下で金融サービスへのアクセスが困難になる人

への対応も一層重要になると思われる。

研究員　梶間周一郎
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融機関の収益が悪化している。そのため利

用状況に合わせた店舗再編などの経費削減

が必要になり店舗再編の圧力が高まってい

る。

本稿では、金融機関店舗数の推移を検討

し、その動向を地域性に焦点をあてつつ整

理することを目的とする。具体的には、金

融機関の店舗再編の状況を踏まえつつ、農

協も含め地域別、市区町村別に整理し、店

舗数の動向を紹介する。

１　金融機関店舗数の動向

（1） 金融機関店舗とは

本稿での金融機関店舗数は、本店、支店、

営業所、出張所の数として定義し、店舗外

の現金自動預払機（ATM）は含めない。

1980年まで金融機関店舗の配置は、監督当

局によって、設置場所、設置数、職員数、

営業時間が厳しく規制されてきた歴史があ

る（古江（2005））。店舗設置に対する規制は

徐々に緩和され、2002年から店舗設置が認

可制から届出制に変更されたことで、金融

機関は自由に店舗を設置することが可能に

なり、越境出店などが目立つようになった。

日本の金融機関の店舗数は、2010年代を

通してそれほど減少しなかった（第１表）。

全国銀行（都銀、地銀、第二地銀など）の店

舗数は、10年に１万3,460店であり20年には

１万3,717店と増加している。うち地銀と第

二地銀は合併の影響で多少の増減はあるも

のの、この10年間を通して大きな変化はみ

られなかった。

はじめに

金融機関の店舗は将来的にその数を減ら

すと言われている。坂口（2020）によると、

全国の大手行、地方銀行、第二地方銀行の

開示資料に示された店舗削減予定数を集計

した結果、店舗の削減数は今後数年間で約

1,000店舗になる。

金融機関の店舗削減の要因として、人口

減少による顧客基盤の縮小、インターネッ

トバンキング・スマートフォン決済等の普

及によるネットへのシフト、長引く低金利

により金融機関の収益が低下し、合理化が

求められていることがあげられる。国立社

会保障・人口問題研究所（2018）の推計に

よると、人口減少は今後一層進展する見通

しである。人口減少による顧客基盤の縮小

は、貸出金の減少などで金融機関の収益を

押し下げる。特に中長期的に人口減少が見

込まれる地域では、利用者が減少すること

から地域金融機関を中心に店舗再編が進む

ことが予見されている（堀江（2008））。また、

金融機関が独占的に担ってきた送金等を安

価な手数料で担うフィンテックが台頭し、

金融機関もインターネットバンキングを拡

充している。例えばスマートフォンから振

込みなどができるようになり、店舗を直接

訪問する必要がなくなりつつある。インタ

ーネットやスマートフォンの普及が進んだ

結果、利用者との接点は多様化し、店舗訪

問客は減少している。さらに、企業の借入

需要の低下や長引く低金利の影響で地域金

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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（2） 店舗内店舗による再編の状況

第１表では店舗内店舗を含むため実店舗

数は不明である。そこで実店舗数を推計す

るために、まず店舗内店舗の数を推計する

必要がある。ここでは、日本金融通信社の

「日本金融名鑑」と全銀協の「金融機関・店

舗情報」に収録されている都銀、地銀・第

二地銀（以下合わせて「地銀」という）、信用

金庫、信用組合、労働金庫、農協の店舗情

報を用いて、店舗内店舗の数を推計した。

具体的には、住所が同一の店舗を店舗内店

舗とみなし、複数の店舗が同一の住所であ

った場合は、１店舗として集計した。なお、

ゆうちょ銀行は「日本金融名鑑」と「金融

機関・店舗情報」にデータが含まれておら

ず、日本郵便株式会社法施行規則により、

「いずれの市町村（特別区を含む。）において

も、一以上の郵便局を設置しなければなら

ないものとする」と定められている。自ら

店舗の設置の基準を決定していないため、

本稿での分析には含めない。

第２表は店舗内店舗として再編された店

舗数を示している。20年には、都銀の店舗

のうち334店、地銀の1,396店が店舗内店舗

になっている。さらに店舗内店舗の数を15

店舗再編を進めていることを公表してい

る金融機関が多いにもかかわらず、データ

の上で店舗数が大きく減少していない背景

には、店舗の統廃合の方式として店舗内店

舗（ブランチインブランチ）が増加している

こととネット支店の増加がある。店舗を統

廃合する際に、複数の店舗を１か所に集約

する店舗内店舗は店舗数削減の手段として

用いられ、合併した都銀から普及した（刀

禰（2016））。店舗内店舗は、メリットとして

実店舗を廃止してコストを削減しながら、

店名および店番に変更が生じないために手

続きの手間が少なく、顧客の理解が得やす

いことがある。その一方デメリットとし

て、店舗廃止による店舗閉鎖よりも効果が

限定的であることが指摘されている（刀禰

（2016））。また近年、インターネットバンキ

ングやATMでの取引に特化した実店舗を

有しないネット支店が増加している。多く

の銀行、信用金庫などでネット支店が設置

されている。以下では、店舗内店舗化され

た店舗やネット支店を除いた、建物があり

物理的にアクセスできる店舗を実店舗と呼

ぶ。

全国銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 農協 ゆうちょ
銀行都銀 地銀 信託銀行 その他

10年度末
15
18
19
20

13,460
13,767
13,674
13,661
13,717

2,489
2,870
2,781
2,748
2,836

10,631
10,563
10,573
10,591
10,561

277
278
270
272
273

63
56
50
50
47

7,584
7,379
7,294
7,237
7,181

1,755
1,695
1,633
1,614
1,597

653
639
620
614
608

8,995
8,314
7,833
7,447

…

24,248
24,113
24,019
23,944
23,815

資料 　全国銀行協会「全国銀行財務諸表分析」、ゆうちょ銀行「ゆうちょ銀行 統合報告書ディスクロージャー誌」、信金中央金庫地域・中
小企業研究所「全国信用金庫概況・統計」、全国信用組合中央協会「全国信用組合主要勘定」、中央労働金庫「中央労働金庫 ディスク
ロージャー誌」、農林水産省「総合農協統計表」

（注） 　地銀は地方銀行と第二地方銀行の合計値。

第1表　金融機関店舗数の推移
（単位　店）

農林中金総合研究所 
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関の実店舗数は、15年と20年で比較すると

9.2％減少している。都銀の実店舗数は15年

に1,834店あったが、20年には1,756店と4.3％

減少した。地銀の実店舗数は15年に10,217

店あったが、20年は9,302店と9.0％減少し

た。信用金庫は7,433店から7,106店と4.4％

減少、信用組合は1,706店から1,558店と8.7％

減少、労働金庫は629店から586店と6.8％減

少した。農協は8,050店から6,820店と15.3％

減少した。

農協の減少率が高くなっているが、農協

はもともと比較的小規模な店舗を多数設置

していた。伊藤（2004）によると、その店

舗立地の特徴として、広い範囲に点在する

組合員に金融サービスを提供するために、

事業所や人口が少ない地域にも出店してい

ることがあげられる。このような減少は、

組合員や利用者との接点の多様化に対応し

たサービスの提供を行うため、店舗や人員

配置の再編を進めたためでもある。また、

堀江（2008）が指摘しているように農協が

基盤としている地域の一部はすでに人口減

少が進んでおり、その動向に合わせた再編

も進んでいる。ただし、後述のように人口

が減少している地域では、農協の存在感は

年と20年で比較すると、都銀で51.1％、地

銀で113.1％、信用金庫で142.9％、信用組合

で78.8％、労働金庫で8.9％とそれぞれ増加

している。都銀や地銀だけではなく、協同

組織金融機関である信用金庫や信用組合で

も店舗内店舗による店舗再編が進んでいる。

ネット支店の増加も、統計上の店舗数を

増加させる要因の一つである。ネット支店

は、15年の332店から20年の398店と増加し

ている。特に地銀でネット支店の増加が目

立っている。新型コロナウイルス感染拡大

を受けた外出自粛に伴い、支店に行かなく

ても取引が可能なインターネットバンキン

グの利用者が20年以降に増加している。今

後もインターネットバンキングの利用拡大

を受けてネット支店の増加が見込まれる。

（3）　実店舗数の変化

店舗内店舗化などの店舗再編によって実

店舗がどう変化したかを把握するため、店

舗内店舗として再編された住所が同一の店

舗とネット支店の数を名義上の店舗数から

差し引き、実店舗数を推計した。これ以降、

店舗数は物理的にアクセスできる実店舗数

を指す。

第３表の推計結果をみると、民間金融機

15年度末 20 増減率
都銀
地銀
信用金庫
信用組合
労働金庫

221
655
84
52
56

334
1,396
204
93
61

51.1
113.1
142.9
78.8
8.9

資料 　日本金融通信社「日本金融名鑑」から推計
（注） 　第1表に同じ。

第2表　店舗内店舗として再編された店舗数
（単位　店、％）

15年度末 20 増減率
都銀
地銀
信用金庫
信用組合
労働金庫
農協
民間金融機関計

1,834
10,217
7,433
1,706
629
8,050
29,869

1,756
9,302
7,106
1,558
586
6,820
27,128

△4.3
△9.0
△4.4
△8.7
△6.8
△15.3
△9.2

資料 　日本金融通信社「日本金融名鑑」、全国銀行協会「金
融機関・店舗情報」から推計

（注） 　第1表に同じ。

第3表　民間金融機関の実店舗数の推計結果
（単位　店、%）
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た選択肢しかなかったが、店舗を弾力的に

運営することによって、利用者にとっては

多少不便になるかもしれないが、閉鎖しな

いで残すという選択肢ができた側面もある。

（5）　金融機関店舗数とオーバー

バンキング

日本は金融機関数や店舗数が多いことか

らオーバーバンキングなのではないかとの

声が近年高まっている。オーバーバンキン

グとは、広義の意味で銀行セクターが規模

過剰であることを指す。Gardó and Klaus

（2020）は、06年から17年にかけての主要先

進国についてオーバーバンキングを、銀行

の規模、銀行の競争状況、銀行の店舗等の

設備の３つの側面から多角的に検討してい

る。そのなかで最もオーバーバンキングな

状態にある国はドイツで、次いで日本とな

ると述べた。日本経済研究センター（2021）

が地銀、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀

行を対象に都道府県別にオーバーバンキン

グ度合いを、Gardó and Klaus（2020）を基

に試算した結果、29年には金融機関の過剰

度が高い地域が27県になると指摘している。

この試算には信用金庫と同規模の店舗数を

持つ農協が含まれていないことから、過剰

度はもっと高い可能性がある。杉山（2019）

によると収益が悪化しているなかで、預金

残高が大きいことが問題であり、店舗統廃

合や窓口の営業時間の短縮などを通じて、

預金取引コストを削減する必要等があると

指摘している。

こうした状況下で、人口減少が進んでい

高まっている。

（4） 店舗の質的変化

金融機関の店舗は量的変化だけではなく、

質的にも変化している。従来のフルバンキ

ングサービスとは一線を画した特化型店舗

がその一例である。融資業務・渉外業務を

行わない預金特化型店舗やテレビ電話等を

使って遠隔地のオペレーターと対話しなが

ら住宅ローンや口座開設を行う非対面型の

店舗などが増加している。個人特化型店舗

と法人特化型店舗のように対象を絞ってサ

ービス内容を限定し、効率化をはかる取組

みもみられる。個人特化型店舗のなかには、

大型商業施設内などに店舗を設置し、休日

に個人に対して資産運用や保険、相続など

のコンサルティングを実施する店舗もある。

顧客のニーズに合わせて、従来の店舗とは

異なる立地や異なる営業時間で顧客との接

点を強化している。

営業時間短縮や平日休業、昼休業を導入

する店舗も増加している。16年に店舗の営

業時間を地域の実情に応じて変更できるよ

うに規制が緩和された。さらに18年からは

平日休業の導入も可能になった。そのよう

な状況下で20年の新型コロナウイルスの感

染拡大をきっかけに、多くの金融機関で営

業時間短縮や昼休業が導入され、そのまま

継続しているケースも多い。

つまり、店舗では、提供するサービスの

絞り込みや、柔軟な営業時間の設定が行わ

れるようになっている。従来であれば、利

用する人が減少した店舗は閉鎖するといっ
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２　地域別の金融機関の
実店舗数の動向

（1） 地域別の金融機関の実店舗数の変化

金融機関の実店舗は全体的に減少してい

るが、人口減少や経済活動の状況は地域に

よって異なるため、店舗数の状況も地域ご

とに異なる可能性がある。そこで、ここで

は地域別に実店舗数の状況をみていく。

第４表は、実店舗数の増減率を示したも

ので、すべての地域で金融機関の実店舗が

減少していることがわかる。業態別にみる

と、地銀、信用金庫、農協は全地域で実店

舗が減少している。都銀と労働金庫は、一

部の地域で増加している。

（2）　人口動態と金融機関店舗

この項では、人口と金融機関の実店舗の

関連について分析を進めていく。民間金融

機関の実店舗数の減少率と人口動態をみる

と、第１図のように、人口が減少している

県では、実店舗数も減少している。人口動

ることもあり、店舗を再編するのは避けら

れない一方で、急速な店舗の削減が地域の

経済活動や金融機関の収益に悪影響を与え

ることも指摘されている。Nguyen（2019）

では、金融機関の店舗が閉鎖された地域で

は、小規模の企業向けの貸出が減少し、そ

の周辺地域の貸出も減少するとの分析結果

が示されている。また、店舗が閉鎖される

と、企業とのリレーションシップが希薄に

なり、その影響は周辺地域まで波及する。

Agarwal and Hauswald（2010）は、店舗と

取引先企業の近接性が近いほど、金融機関

に取引先のソフト情報が蓄積され、その結

果貸出金利が低くなると指摘しており、店

舗削減によりソフト情報が失われるおそれ

がある。経営基盤の変化に対応するために

店舗削減が必要である一方、地域の取引先

や利用者とのリレーションシップの維持と

いう難しい課題に対応することが求められ

る。

15～20年度末の増減率 実店舗数
民間金融
機関合計
20年度末

民間金融
機関合計

銀行

都銀 地銀 信用金庫 信用組合 労働金庫 農協

協同組織金融機関

（単位　%、店）

資料　第3表に同じ
（注） 第1表に同じ。

第4表　実店舗数の動向（2015～2020年度末）

北海道・東北
関東
北陸
東海
近畿
中国・四国
九州・沖縄

△9.1
△9.6
△10.0
△8.6
△10.1
△7.9
7.1

△12.3
△8.3
△8.1
△2.0
△9.2
△10.1
△8.9

△4.7
△3.8
△10.6
△2.2
△3.0
△6.3
△4.7

△11.7
△8.1
△7.6
△12.5
0.0
△4.2
△16.2

△5.4
△8.5
△6.4
△4.8
△15.4
1.5
△4.4

△15.0
△19.2
△13.9
△8.0
△10.6
△14.5
△17.4

△10.9
△9.8
△10.2
△4.5
△7.5
△10.5
△11.0

3,662
8,180
1,431
2,899
3,850
3,505
3,243
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態と実店舗数の増減は相関関係があるとみ

られる。

次に、人口あたりの金融機関店舗数につ

いてみていく。第２図は10万人あたりの民

間金融機関の実店舗数を示し

たものである。15年と20年を

比較すると、すべての都道府

県で10万人あたりの民間金融

機関の実店舗数が減少してい

る。全国の数値をみると、15

年では10万人あたり23.5店か

ら20年では21.4店と減少して

いる。人口が少ない県では、

５年間での減少幅が大きい傾

向にあり店舗の減少が急速に

進んでいる。しかし、これら

の県は人口対比では比較的店

人口増減率（%）

第1図　人口動態と民間金融機関店舗の減少率（2015～2020年度末）

資料　日本金融通信社「日本金融名鑑」、全国銀行協会「金融機関・店舗情報」、総務省
「国勢調査」
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関で、さらに協同組織金融機関の役割が大

きいことが確認できる。

（2）農協の店舗の動向

この項では、さらに農協に絞って、その

店舗が地域においてどのような地位にある

のかを分析していく。農協がゆうちょ銀行

を除くと自治体内の唯一の金融機関である

のは132町村で、全体の８％となっている
（注1）
。

既述のとおり農協は店舗数が減少している

ものの、15年時（118町村）と比較しても、

農協しか店舗がない町村数が増加している。

そのうえ、自治体にある金融

機関が農協１店舗だけの自治

体数は109町村（全体の６%）

である。

次に農協の店舗の配置を空

間的に把握してみる。第４図

は市区町村
（注2）
人口規模ごとに階

舗が多くなっている点に留意する必要があ

る。

３　農山村における金融機関
店舗の動向

（1） 市区町村別の金融機関店舗の動向

より詳細に、市区町村別に15年から20年

の金融機関店舗数の変化をみてみよう。

市区町村のすべての区分で店舗数は減少

している（第５表）。

さらに、都銀、地銀、協同組織金融機関

の３つに分け、全市区町村にどのように配

置されているのかをみる。このように配置

をみることで、特定の金融機関しかない市

区町村を把握できる。金融機関店舗の配置

状況を示したのが第３図である。この図か

ら、地銀と協同組織金融機関の店舗がある

自治体が半数を超えていることがうかがえ

る。都銀は大都市部に集中して配置されて

いるため、多くの自治体では地域金融機関

が金融サービスを提供している。また、協

同組織金融機関しか店舗がない自治体の割

合は18％程度であり、地銀の店舗もない自

治体があることがわかる。多くの自治体で

金融サービスを担っているのは地域金融機

都銀 地銀 信用
金庫

信用
組合

労働
金庫 農協 民間金融

機関計
区
市
町
村

△20.6
△8.7
△5.0
0.0

△4.6
△4.6
△10.3
△10.3

△2.1
△2.1
△3.8
△4.8

△0.7
△0.7
△11.8
△11.1

△4.2
△4.2
△17.9
0.0

△8.0
△8.0
△16.4
△10.2

△9.0
△9.0
△11.5
△9.3

資料 　第3表に同じ
（注） 　第1表に同じ。

第5表　市区町村別の実店舗数の増減率（2015～2020年度末）

（単位　%）

第3図　市区町村における民間金融機関店舗の
配置状況（2020年度末）

資料 日本金融通信社「日本金融名鑑」、全国銀行協会「金
融機関・店舗情報」

（注） 全市区町村の数は、1,741（21年9月現在）。
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文で紹介しているように、農協では移動店

舗の配置が拡大していることから、ここで

示した以上に、金融サービスへのアクセス

において大きな役割を果たしていると考え

られる。
（注１） ゆうちょ銀行は含めていない。
（注２） 政令指定都市は、行政区ごとに人口で階級

に分けた。
（注３） 東京大学空間情報科学研究センターが公開

しているCSVアドレスマッチングサービスを利
用して、農協の位置情報を把握した。住所・地
名フィールドを含むCSV形式データにアドレス
マッチング処理を行い、緯度経度または公共測
量座標系の座標値を追加した。

（注４） 福島第一原発の事故の影響で、人口の把握
が難しい地域は10年のデータを用いた。

（注５） 小さな拠点とは、内閣府ホームページによ
ると集落生活圏において、日常生活に不可欠な
施設・機能や地域活動を行う場所を集約・確保
し、交通ネットワークで結ぶことで、地域住民
が交流する機会が拡大する、集落地域の再生を
目指す取組みと紹介されている。

（3） 金融機関店舗の地域格差

ここでは、１店舗あたりどれくらいの人

口をカバーしているのかを推計する。１店

級を塗り分けたコロプレス地図である。そ

こに農協の店舗をプロット
（注3）
した。最も色が

濃い階級の自治体（総人口が6,000人未満
（注4）
）に

も農協の店舗があることがわかる。農協の

店舗は、全国に分散しており、組合員のニ

ーズに対応するために人口の少ない地域に

も店舗を配置し、地域内の金融インフラを

担っているとみられる。

なお、第４図でプロットされた店舗は信

用事業を営む店舗のみを対象にしているが、

金融窓口を持たない農協の店舗もあり、農

業者などとの接点を持つ役割を果たしてい

る。髙山（2019）が指摘しているように、

農協は店舗再編に際して、組合員との対話

を重視し、店舗を閉鎖する場合は、渉外活

動を強化することや金融窓口を廃止しつつ

も、完全な店舗廃止は実施せず、地域づく

りの拠点として活用している事例もある。

そうした店舗を小さな拠点
（注5）
として利活用し

ているケースもある。さらに、本誌重頭論

第4図　農協の店舗配置状況

資料　全国銀行協会「金融機関・店舗情報」、総務省「国勢調査」、（c）Esri Japan「全国市区町村界データ」

0～6,000人未満
市区町村人口
農協

金融機関店舗

6,000～15,000
15,000～50,000
50,000～100,000
100,000～917,486

0 100 200km

N

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農林金融2021・10
11 - 485

舗に対して比較的人口が多い地域である。

１店舗あたりの人口が多い自治体の面積は

大きくゆがんで表示される。東京都や神奈

川県、埼玉県などの人口が多い大都市圏の

自治体では大きくゆがんで表現されている。

これらの地域では人口に対して金融機関が

少ない傾向があることを示している。それ

に対して、中国地方や四国などの自治体

は、１店舗あたりの人口が少ないことから

縮小・収縮した地図として描かれている。

ここで注目すべきなのは、最も濃い色で塗

られ、大きくゆがんだ形で描写された自治

体が北海道から北東北の沿岸部、中部地方

の内陸部、近畿地方南部の山間地域、南九

州の山間地域にみられることである。これ

らの自治体は金融機関がほとんどない地域

舗あたりの人口を推計したのが第５図であ

る。第５図は、上に通常の地図と下にカルト

グラムと呼ばれる地図を並べた。地図の読

図は視覚的な認知に基づいており、地図に

描かれた分布を理解するために、統計的な

指標とは別に図形的な情報そのものの影響

を考慮する必要がある。一般的に、人口密

度などの指標は市区町村を単位として全国

規模で地図化すると、大都市圏内部の格差

や面積が小さい地域の情報を把握しにくい。

この問題に対してカルトグラムと呼ばれる

手法は人口分布の偏りに考慮した格差を示

す地図の読図が可能になる（中谷（2011））。

カルトグラムで表現された第５図をみて

みる。まず色が濃いのは１店舗がカバーす

る人口が多い自治体となる。つまり、１店

第5図　民間金融機関店舗あたり人口のカルトグラム

資料　日本金融通信社「日本金融名鑑」、総務省「国勢調査」から推計
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あたりの民間の金融機関店舗数のローレン

ツ曲
（注6）
線を示している。まず15年と20年の農

協を含む金融機関を対象にしたローレンツ

曲線を比較すると、20年のほうが下方に膨

らんだ形になる。この５年間で10万人あた

りの店舗数の自治体間の格差は拡大したと

みられる。45度線（完全平等線）とローレン

ツ曲線の間の面積を２倍するとジニ係数
（注7）
に

一致するので、ジニ係数の値も高くなって

おり、格差は拡大していると言える。また

農協の店舗を差し引いてローレンツ曲線を

推計すると、格差が拡大することが確認で

きる。特に農協を除くと、金融機関のない

市町村が増加するため、ローレンツ曲線が

始まる位置が右に移動する。

以上のことからは、15年に比較すると20

年には10万人あたりの店舗数の地域格差は

拡大しているが、農協が他の金融機関が店

舗を持たない地域に立地していることによ

り、格差の拡大に歯止めをかけていること

がわかる。
（注６） ローレンツ曲線は、所得分配の不平等度や
人口集中の程度などを視覚的に理解するための
グラフとして広く利用される。所得や人口の低
い・少ない順番に並べ、累積相対値を縦軸に、
地域数の累積相対度数を横軸にとって折れ線グ
ラフに示したもの。社会に格差が存在せず、す
べての地域が平等であるならば、ローレンツ曲
線は45度線と一致する。格差が存在する限り、
ローレンツ曲線は下方に膨らんだ形になる。

（注７） ジニ係数は０から１の間の値をとり、ジニ
係数の値が大きければ大きいほどその集団にお
ける格差が大きい状態であるという評価になる。

おわりに

本稿は、金融機関店舗数の動向を店舗内

になる。

これらの地域では、金融機関にアクセス

するために車で移動する必要がある可能性

が高く、交通弱者となりやすい高齢者など

のアクセスが困難になっている可能性があ

る。

大都市圏の周辺地域も金融機関の店舗が

人口に対して少ないとみられるが、こうし

た地域はベッドタウンのように企業の事業

所は少ないが居住人口は多い地域にあるこ

とが一因ではないかと推測される。相対的

に金融機関が少なくみえるが、金融機関へ

の距離が遠いとは限らず、金融サービスへ

のアクセスには大きな問題はないと思われ

る。

最後に15年と20年を比較して金融機関店

舗配置の格差が拡大したのかどうかをみて

いく。第６図は、市区町村における10万人
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第6図　10万人あたり店舗数のローレンツ曲線

資料 日本金融通信社「日本金融名鑑」、全国銀行協会「金融機関・
店舗情報」、総務省「国勢調査」から推計

（注） 20年民間金融機関のローレンツ曲線は、20年度末の店舗数を
基に推計。
15年民間金融機関のローレンツ曲線は、15年度末の店舗数を

基に推計。
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ネルへのアクセスが難しいとみられる人に

対する農協のスマートフォン教室について

紹介している。店舗が減少するなかで、そ

のような取組みは、金融包摂の観点からも

重要であると考えられる。
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店舗などの店舗再編を考慮しつつ、定量的

に把握することを目的に、農協も含めて地

域別、市区町村別に整理してきた。その結

果、日本の金融機関の店舗数はネット支店

や店舗内店舗が増える一方で、実店舗数は

減少していることがわかった。その背景に

は、人口減少やデジタルチャネルの利用拡

大、金融機関における合理化の必要性など

があると考えられる。

市区町村別に店舗数の動向をみた結果、

協同組織金融機関の店舗しかない市町村は

増加した。そのうち農協の店舗のみが８％

を占め、その割合が15年よりも高まったこ

とも確認された。農協は店舗再編が進んで

いるが、農山村を中心に地域の金融インフ

ラにおいて重要な役割を果たしている。そ

の傾向はこの５年間でより強まったことが

わかった。

さらに、カルトグラムという手法を用い

た人口の偏りに考慮した格差を示す地図に

よって、金融機関の店舗の空間分布をみた

ところ、金融機関がほとんどない地域があ

ることや、ローレンツ曲線によって人口10

万人あたりの店舗数の格差が拡大する傾向

が強まっていることがわかった。

今後も金融機関の店舗数の減少とデジタ

ルチャネルの普及拡大は表裏一体で進むと

みられるため、髙山（2021）が指摘してい

るように、地域に根ざしつつデジタリゼー

ションを進める欧州の金融機関の動向は日

本の地域金融機関への示唆に富むと考えら

れる。

また、本誌重頭論文では、デジタルチャ
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農協における金融包摂の取組み
─農協の移動店舗とスマートフォン教室─

目　次
はじめに
１　金融へのアクセスの問題
（1）　金融機関への物理的なアクセス
（2）　デジタルチャネルへのアクセス

２　農協の移動店舗
（1）　金融機関の店舗再編への対応策
（2）　移動店舗の配置状況

（3） 農協の移動店舗における業務
３　 農協におけるデジタルチャネルへのアクセス

向上の取組み
（1） 店舗でのデジタルチャネルの普及
（2） 農協におけるスマートフォン教室
（3）　スマートフォン教室への期待

おわりに

〔要 旨〕

日本では金融機関の店舗数が減少しており、交通手段がなかったり情報通信機器をうまく

利用できなかったりする高齢層を中心に、金融機関の商品やサービスへのアクセスが困難に

なる人が増えることが懸念される。

これに対して、農協では移動店舗を導入したり、スマートフォン教室を開催したりする動

きが進んでいる。移動店舗は、通常の店舗からの距離が遠い地域での金融サービスへのアク

セス確保に貢献しているだけでなく、自然災害等の非常事態時にも役割を発揮するようにな

ってきている。また、農協によっては、移動店舗の停留所が人々の交流の場になっているケ

ースもある。高齢層がデジタルチャネルを活用できるようになるためにはサポートが重要で

あり、スマートフォン教室はその支援策になりうる。これらの取組みは、金融包摂だけでな

く、より広く社会的包摂にも貢献できる可能性がある。

調査第一部長　重頭ユカリ
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通常『情報格差』と訳される。（中略）デジ

タル・ディバイドは、あらゆる集団の格差

を広げてしまう可能性を有しているため、

その解消に向けて適切に対処しないと新た

な社会・経済問題にも発展しかねない」。デ

ジタル・ディバイドによって金融機関がイ

ンターネット上で提供するサービスを利用

できないことは、金融排除の状態が生じて

いるということになる。

他方、金融包摂とは金融排除とは対極の

状況であり、世界銀行のウェブサイトによ

れば
（注3）
「金融包摂とは、個人や企業が、取引、

決済、貯蓄、信用、保険など、それぞれの

ニーズに合った便利で手頃な金融商品・サ

ービスを、責任ある持続可能な方法で利用

できることを意味する」。

本稿では、金融包摂に向けて、金融サー

ビスへの物理的なアクセスの確保やデジタ

ル・ディバイドの解消のため、農協がどの

ような取組みを行っているかを紹介する。
（注１） European Commission（2008）p.9.
（注２） https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

it/dd.html（21年９月８日最終アクセス）
（注３） https://www.worldbank.org/en/topic/

financialinclusion/overview（21年９月８日最
終アクセス）

１　金融へのアクセスの問題

（1） 金融機関への物理的なアクセス

日経リサーチ社が首都圏で毎年実施して

いるアンケート調査「金融総合定点調査

『金融RADAR
（注4）
』」では、口座からの資金の

引出しや預入れ、振込等で最もよく利用す

る金融機関について、ほかの金融機関より

はじめに

日本では金融機関の店舗数が減少してお

り、交通手段がなかったり情報通信機器を

うまく利用できなかったりする高齢層を中

心に、金融機関の商品やサービスへのアク

セスが困難になる人が増えることが懸念さ

れる。

1990年代のイギリスでも金融機関の店舗

が閉鎖された結果、金融サービスへの物理

的なアクセスが限定される状況が生じ、欧

州委員会はこれを「金融排除」と呼んだ
（注1）
。

金融排除はその後より幅広い概念としてと

らえられるようになり、現在では、「社会的

排除」の１つの側面とされている。社会的

排除とは、人々や地域が失業、スキル不足、

低所得、不十分な住宅、犯罪の多発する環

境、不健康や家庭崩壊等の問題に苦しんで

いるときに起こり得ることを簡略化した言

葉で、単なる貧困や低所得よりも広い概念

を含む。

日本では、新型コロナウイルスのワクチ

ン接種の申込みを高齢者がインターネット

でできないことが話題となったが、情報通

信機器をうまく使いこなせない、いわゆる

デジタル・ディバイドにより、社会的なサ

ービスへのアクセスが困難になることも社

会的排除にあてはまる。外務省のウェブサ

イトによれば
（注2）
、デジタル・ディバイドとは、

「一般に、情報通信技術（IT）（特にインター

ネット）の恩恵を受けることのできる人と

できない人の間に生じる経済格差を指し、

農林中金総合研究所 
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/it/dd.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/it/dd.html
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview


農林金融2021・10
17 - 491

使う人がどの程度いるのかという観点から

自動車分担率について見ると、地方部の人

口密度が低い都市ほど高く、かつ、経年的

に高まる傾向が見られ」る
（注6）
。つまり農村部

では移動手段を車に頼る割合が高まり、免

許返納等により高齢者が交通弱者になりや

すい傾向が強まっている。金融機関の店舗

数の減少によって、交通弱者を中心に店舗

へのアクセスが困難になる人が増えること

が懸念される。
（注４） 20年調査は東京駅を中心とする首都圏40km
圏の20～74歳の男女2,827人を対象に留置き
（1,331人）と郵送（1,496人）で実施。

（注５） 18年７月に全国の18～79歳の男女一般生活
者3,400人を対象にインターネットで実施。

（注６） 国土交通省（2021）22頁。

（2） デジタルチャネルへのアクセス

デジタルチャネルの利用についてはどの

ような状況になっているのだろうか。ここ

では、金融機関が提供する商品やサービス

に対する、パソコンやスマートフォンなど

からのアクセスを総称してデジタルチャネ

ルと呼ぶ。

ａ　インターネットバンキングの利用率

日本のインターネットバンキングの利用

率を把握するのは難しい。というのは、そ

もそもアンケート調査をインターネットで

行っていると、回答者はインターネットを

利用できる人に限定されるため、利用率が

実際よりも高くなる可能性があるからであ

る。全国を対象に、インターネット以外で

継続的に実施しているアンケート調査を探

してみると、日本銀行が満20歳以上の全国

良い点を質問（複数回答）している。毎年最

も多く挙げられるのが「支店が自宅の近く

にある」という選択肢で、2020年の調査で

は59.7％の回答者が選択している。この結

果からは、金融機関の利用にあたっては、

店舗の近接性が重視されていることがわか

る。

しかし、店舗の近接性は重視されていて

も、実際の利用頻度はそれほど高くない様

子もうかがわれる。全国銀行協会が３年ご

とに実施する「よりよい銀行づくりのため

のアンケート
（注5）
」では、店舗の窓口の利用率

は12年の92.7％、15年89.3％、18年75.8％と

低下傾向にある。18年の調査では、利用頻

度は「半年に１回以上月１回未満」（28.3％）、

「半年に１回未満」（20.1％）、「月１回以上週

１回未満」（19.8％）、「週１回以上」（7.7％）

とさほど高くない様子がみてとれる。一方

で、銀行内ATMの利用率は91.1％（18年）

で、「月１回以上週１回未満」（46.9％）、「週

１回以上」（16.9％）の選択割合も高い。こ

のことからは、インターネットバンキング

やコンビニエンスストアでの収納サービス

の普及等により、銀行店舗の窓口に行く機

会は減りつつあり、実際によく利用するの

は窓口ではなくATMがメインという人が

多いと考えられる。

本誌梶間論文で報告しているとおり、金

融機関の店舗数は減少が続いているため、

特に農村部では店舗までの距離が以前に比

べて遠くなっているとみられる。そのよう

な状況下、国土交通省の「令和３年版交通

政策白書」によれば、「日常生活で自動車を
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回と前年比33.3％減少したのに対し、スマ

ホ向けアプリへのログイン数は４億377万

回と同33.6％増加した。スマホアプリのロ

グイン数増加により、20年の合計ログイン

数は前年比16.7％増加したが、同行の年次

報告書では新型コロナウイルスの感染拡大

が高齢層の利用を促進したことを指摘して

いる。具体的には、70～74歳のアプリのユ

ーザー数は、20年３月に前年同月比50％以

上増加した。つまり、インターネットバン

キングへのアクセスはパソコンからスマホ

中心に変わってきており、さらに新型コロ

ナの感染拡大が高齢層のスマホによるアク

セスも増加させたのである。

日本においても、総務省の通信利用動向

調査によれば、個人がインターネットに接

続する機器としては（複数回答可、無回答を

除いた集計）、スマホ中心に変化している。

14年には自宅のパソコンが53.5％で最も多

く、次いでスマホ47.1％という選択率であ

ったが、17年にスマホ（59.7％）がパソコン

（52.5％）を上回るようになった。20年には、

スマホが68.3％とパソコンの50.4％を大き

く上回っている。

そしてスマホを個人が保有する割合（通

信規格が５Ｇ以外、無回答を含む集計）は20

年には69.3％となった。年齢別に保有率を

みると、20歳代、30歳代は９割を超え、40

歳代、50歳代は８割超である（第１図）。60

歳代、70歳代の保有率は年々上昇し、20年

には60歳代でも67.4％、70歳代も38.3％とな

った。これは、スマホ以外の携帯電話の保

有率（60歳代26.8％、70歳代36.9％）を上回っ

４千人を対象に郵送で実施している「生活

意識に関するアンケート調査」がある。

18年６月実施の第74回調査では、「インタ

ーネットバンキングの利用状況」について、

「利用したことがある
（注7）
」と回答した割合は

26.3％であった。その後、20年６月実施の第

82回調査では、質問内容が「インターネッ

ト・モバイルバンキングでの振込の利用状

況」に変わり、「利用する
（注8）
」と回答した割合

は23.6％であった。

質問内容が異なるため厳密な比較はでき

ないものの、EU主要国のインターネットバ

ンキングの利用率よりも日本は低いとみら

れる
（注9）
。18年の時点でデンマーク、フィンラ

ンド、オランダが各89％、ベルギー69％、

フランス63％、ドイツ59％、イタリア34％

であった。20年には、デンマーク94％、フ

ィンランド92％、オランダ89％、ベルギー

75％、フランス66％（19年）、ドイツ65％、

イタリア39％に上昇している。

ｂ　 インターネットへのアクセスはパソコン

からスマートフォンへ

EUの中でも、フィンランドのインター

ネットバンキング利用率は非常に高い。同

国の協同組合銀行OPフィナンシャルグルー

プは、インターネットバンキングへのアク

セス状況を公表しているが、16年からスマ

ートフォン（以下、場合によりスマホと略す

こともある）向けアプリへのログイン回数

がパソコン向けネットバンクのそれを上回

るようになった。20年１年間のパソコン向

けネットバンクへのログイン数は約6,806万
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普及やコロナ禍といった要因により、高齢

層も含めてスマホでの金融サービスへのア

クセスが日本でも今後は進んでいくとみら

れる。こうした金融機関の店舗へのアクセ

ス状況や、スマートフォンの利用状況を踏

まえたうえで、農協の具体的な取組みにつ

いてみてみたい。
（注７） 「月３回以上使う」「月に１、２回程度使う」

「年に数回使う」の合計。
（注８） 「（店頭・ATMでの振込よりも）よく利用す

る」（11.3％）と「店頭・ATMの振込と併用して
利用する」（12.3％）の合計。

（注９） Eurostatによる。15～74歳のインターネッ
ト未利用者を含むすべての個人回答者に占める
過去３か月のインターネットバンキング利用者
の割合。

２　農協の移動店舗

（1） 金融機関の店舗再編への対応策

各金融機関は、店舗の小型化、昼休みの

導入や営業時間の短縮、平日休業など店舗

網を維持するための努力を行っているもの

の、人口減少や経営の持続可能性が強く求

められる環境下で店舗の再編も進めている。

前述のとおり窓口よりもATMでの現金引出

しを店舗の利用目的とする人が多いことか

ら、窓口をなくしても跡地にATMを残した

り、利便性の良い場所にATMを設置した

りするケースもある。また、コンビニATM

との提携やATMの共同利用などの利便性

向上策をとることも多い。

農協でも同様の対応をとることが一般的

だが、利用者の多くを占める高齢層がATM

の利用にそれほど積極的ではない傾向もあ

り、店舗再編後の機能補完として、渉外担

ている。タブレット等を含めてモバイル端

末をいずれも保有していない割合は、60歳

代3.6％、70歳代8.5％、80歳以上24.4％と低

く、多くの人が携帯電話自体を保有してい

ることから、今後もスマホ以外からスマホ

への置き換わりが進むと考えられる。

パソコンはパーソナル・コンピュータと

いわれながらも、世帯内で複数人が共有し

て利用するケースも多かったが、スマホは

個人で所有して利用するのが一般的である。

機種にもよるが、スマホでは指紋や顔など

による生体認証を行うことも一般化してい

るうえに、容易に音声入力が行えるため、

キーボードに不慣れな高齢者でも扱いやす

い。また一度登録すれば、IDやパスワード

の情報を保存し、生体認証によって自動入

力する機能もあり、IDやパスワードを入力

する手間を省くこともできる。こうした操

作性の簡便さが高齢層へのスマホ普及を促

進していると考えられる。

重頭（2021）では、コロナ禍で高齢層も

含めてインターネットショッピングの利用

率が上昇したことを指摘したが、スマホの

100

80

60

40

20

0

（%）

第1図　日本における年齢層別スマートフォン保有率

資料　総務省「通信利用動向調査」各年版
（注） 20年のみ、通信規格が5G以外の保有率。
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農業新聞のデータベースを用いると、おそ

らく初めて農協の移動店舗が紹介された記

事
（注11）
は02年のものであり、その記事では前年

11月にスタートしたと紹介されている。そ

の後、東日本大震災といった災害を機に、

BCP（事業継続計画）の観点から、地銀や信

金等での導入も進んできたようである。

JAバンクでは、自己改革集中取組期間で

あった16～18年度に「農業と地域・利用者

をつなぐ金融サービスの提供・地域貢献」

の役割を十全に果たすために、またBCP対

応の観点から、移動店舗の導入を全国企画

として開始した。農林中央金庫が車両の規

格などを検討し、導入を希望する農協に対

して助成を行ったため、移動店舗の台数が

増加した。その後も全国企画として移動店

舗の導入が進められていることもあり、21

年度末には全国企画での導入台数だけでも

126台になると見込まれている。
（注10） 読売新聞オンライン記事2021年６月１日付

「移動金融車（オリックス自動車）」による。
（注11） 日本農業新聞2002年１月９日付「『移動店
舗』が組合員から好評　買い物や貯金の出し入
れも　山口」

（3） 農協の移動店舗における業務
ａ　移動店舗の業務

移動店舗で取り扱う業務については、人

数的な制約や防犯上のリスクを踏まえ、基

本的には、当座性貯金の入出金、定期性貯

金の受入れ、管轄店舗の定期性貯金の支払・

解約、通帳記帳・繰越、通帳・カード等に

かかる事故届の受付となっている。そのう

えで、当座性貯金の解約、振込、公共料金・

税金納付、農協の購買代金・共済掛金の入

当者（外務員）による訪問を一層充実させ

ることも多い。

また物理的なアクセスを維持するために、

移動店舗を導入したり、再編後の最寄り店

舗までの交通手段を提供したりすることも

ある。交通手段の提供事例はそれほど多く

ないとみられるが、移動店舗は近年導入が

進み、平常時だけでなく災害時にも活用さ

れるようになってきているので、以下で詳

細をみてみたい。

（2）　移動店舗の配置状況

移動店舗は、トラックやバスを金融機関

の店舗用に改造したもので、移動金融店舗、

移動金融車、移動店舗車などとも呼ばれる。

店舗と呼ばれることがあるものの、支店や

出張所には該当しないため、金融機関の店

舗数としてはカウントされていない。

そのため、現状どのぐらいの移動店舗が

あるのかについては明確なデータはないが、

移動店舗のシェア８割を持つとされるオリ

ックス自動車によれば、21年３月の時点で

地銀・信金等に32台、農協にのべ126台が導

入されている
（注10）
。オリックス自動車のものだ

けをみても、農協のシェアは高い。

なお移動店舗は日本だけのものでなく、

筆者が知る限りではあるが、オランダのラ

ボバンクやフィンランドのOPフィナンシャ

ルグループ、フランスのクレディ・アグリ

コルでも導入されている。

刀禰（2018）によれば、日本で移動店舗

が初めて導入されたのは1970年代とされる。

99年１月１日以降の記事検索ができる日本
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金、ローン等の相談業務などについては、

農協の任意で取扱いを可能としている。移

動店舗を営業する日数や時間、停留する場

所・運行ルートは農協ごとに決めている。

一般的には、もともと信用事業の窓口があ

った店舗の跡地なども含め、１か所で数時

間営業し、１日で数か所を巡回することが

多い。

農協の移動店舗のなかには、地銀や信金

にはない特徴を持つものが含まれる。１つ

は、購買店舗併設型のものがあることで、

全国企画の移動店舗の仕様としても購買併

設型を準備している。農協自体が総合事業

を行っていることや、信用事業の店舗がな

い地域では買い物ができる商店も少ないこ

とから、金融と購買の機能を併設した移動

店舗が導入されるケースがある。

また、移動店舗が訪れる場所で、利用者

の交流を促進したり、地域の活性化に資す

る取組みが行われることもある。例えば、

JAぎふでは移動店舗の一部の停留所で出張

朝市や「なんでも相談会」を定期的に実施

している
（注12）
。次に紹介するJAそお鹿児島も停

留所で交流会等を実施している。

ｂ　JAそお鹿児島の移動店舗

JAそお鹿児島では、12年10月に店舗再編

を行ったこと、過疎化が進み商店の廃業な

どで買い物ができる場所が減ったことを背

景に、13年11月に購買併設の移動店舗１台

を導入した。当時はまだJAバンクの全国企

画は導入されておらず、車の購入にあたっ

ては経済産業省九州経済産業局の「地域自

立型買い物弱者対策支援事業」による補助

金を受けた。移動金融購買店舗には同JAの

マスコット「そお太くん」が描かれ、「わん

ぱく そお太くん号」（以下「そお太くん号」

という）と名付けられている。なお同JAで

は、16年１月に購買に特化した移動店舗「わ

んぱく そお太くん号Jr.」も導入している。

そお太くん号では、信用事業に関しては、

入出金、残高照会、定期貯金の受入れ、税

金等の収納を行っている。購買事業に関し

ては、青果・精肉・鮮魚・総菜・日用品な

どのＡコープ商品300点を販売している。

運転手１名と、信用事業１名、購買事業１

名が専属で担当しており、運転手と信用事

業担当者は金融課に所属している。

同JAでは、21年４月に店舗再編を実施す

るにあたり、そお太くん号の運行コースの

見直しを行った。それまでは火曜日から金

曜日の４日間の運行であったが、見直し後

は月曜日から金曜日の５日間で16か所
（注13）
を回

っている。過去のものも含めて再編を行っ

た店舗の跡地や、旧駅の跡地、公民館など、

停留所はすべてスペースが広く人が集まり

やすい場所に設けられている。４月から信

JAそお鹿児島の「わんぱく そお太くん号」
（JAそお鹿児島提供）
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留所に、鹿児島県警が停留時間に合わせて

移動交番を設置した。現在は新型コロナウ

イルスの感染拡大で休止しているが、移動

交番では防犯やドライブレコーダー設置に

ついて相談したり、運転免許の返納手続き

を行うことができる。

そお太くん号を紹介するJAそお鹿児島の

ウェブサイトでは「利用者同士で会話が広

がるなど、買い物支援だけでなく、地域で

の交流の場にもなっています
（注14）
」と書かれて

おり、移動店舗は、単に金融サービスの利

用や買い物の場としてだけでなく、利用者

の交流の場としての機能も果たしているこ

とがわかる。

ｃ　災害時の活動

移動店舗は平常時だけでなく自然災害等

の非常時にも機能を発揮するようになって

きている。豪雨や台風などの災害時には、

移動店舗を保有する農協であれば、農協内

で運行ルートを変更して被災した地域に移

動店舗を派遣することができる。他方、自

前の移動店舗を保有していない農協でも、

県内外の近隣農協や信農連への派遣要請を

行い、被災した店舗管内での営業を行うこ

とができる。

全国企画として導入した移動店舗は、「災

害時における移動店舗車両の派遣に関する

協定書」を締結し、災害発生時は派遣要請

に対応するという仕組みが構築されている。

派遣期間は最長１か月で、農協同士で相談

したり、農林中央金庫が仲介したりと派遣

のきっかけはそれぞれだが、具体的な手続

用・共済事業の窓口を閉鎖した店舗の停留

所ではそれぞれ２時間と、他の停留所の１

か所につき30分から40分よりも長く営業し

ている。停留所がある地域は、いずれもJA

以外の民間金融機関はなく、あったとして

もゆうちょ銀行のみという状況である。停

留所は利用件数によって、入替えを行うこ

ともある。

そお太くん号の利用者には高齢層が多く、

車で10分ほど走れば他の支店に行けても、

〇曜日〇時にはそお太くん号がくるからと

徒歩や電動シニアカーで足を運ぶことが習

慣化している人が多い。しかし、４月から

窓口を閉鎖した店舗の停留所では、ATMで

は対応できない金額の現金引出しをそお太

くん号で行う農業後継者等がいるなど、利

用者の年齢層は幅広く、利用件数も多い。

各停留所はそれぞれ最寄りの支店が管轄

しており、そお太くん号の停留時には管轄

する支店の年金相談員がサポートを行う。

年金相談員は年金受取りの紹介等を行う係

で同JAの退職者がパートタイムで従事して

おり、高齢者がそお太くん号で買った荷物

の積込み等についてもサポートを行う。

停留所の１つである旧森山事業所では、

14年から、そお太くん号がくるまでの待ち

時間を利用してコーヒータイムを開いてい

る。開始当時はJA職員で現在は年金相談員

となっている人が中心になり、社会福祉協

議会やJA女性部の助け合い組織と協力し

て、お茶を飲んだり血圧を測定したりしな

がら、そお太くん号の到着を待つという取

組みである。また、20年８月には一部の停
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https://ja-sookagoshima.or.jp/service/
soota/（21年９月８日最終アクセス）

３　農協におけるデジタル
チャネルへのアクセス
向上の取組み

（1） 店舗でのデジタルチャネルの普及

髙山（2019）では、EUの主要９か国にお

いて、金融機関の店舗が少ない国ほどイン

ターネットバンキングの利用率が高い傾向

がみられることを指摘している。筆者は、

インターネットバンキングの利用が進むこ

とによって店舗への来店が減ることに加え、

もともと人口密度が低く店舗を設置しにく

い国ではインターネットバンキングの利用

が進みやすかったこともその背景だと考え

ている。

髙山（2019）はまた、EU主要国の状況に

ついて「金融機関がデジタルチャネルの強

化に注力し、店舗を削減していることは事

実であるが、長年にわたり店舗を通じて事

業を展開してきた金融機関においては、店

舗の身近さを利用して地域における高いプ

レゼンスをオンライン上につなげていく取

組みや、店舗が少なくなっても身近さを維

持するための取組みを行っている」と述べ

ている
（注15）
。そして、フィンランドやベルギー

のようなデジタルチャネルの利用が進んだ

国において、同チャネルの利用方法を金融

機関の店舗で教える講習会を開いたことを

紹介している。つまり、デジタルチャネル

を普及するために店舗を活用したのである。

きは農林中央金庫を介して行う。また、移

動店舗を派遣する農協では、通常運行して

いるルートの利用者に、しばらくの間運行

をとりやめることの告知を行う。各農協の

移動店舗を紹介するウェブサイトやチラシ

には、災害時等に移動店舗をほかの農協に

貸し出す可能性があることについて言及し

ているケースもある。

これまで18年、19年、20年の豪雨や台風

で、合計11回の派遣実績がある。例えば、

20年７月末の記録的な豪雨で浸水の被害を

受けた山形県のJAおいしいもがみ大蔵支店

には、JAやまがたの移動店舗「ふれあい号」

が20年８月18日から９月９日の間派遣され

た。JAおいしいもがみ大蔵支店の駐車場に

とめられたふれあい号には同JAの職員が乗

り込み、組合員や地域住民に普通貯金の入

出金や各種税金、公共料金等の受入れなど、

日常生活に必要な金融サービスを提供した。

農林中央金庫山形支店によれば、車がなく

他の支店を利用することができなかった高

齢者など多くの利用者が訪れ、感謝の声が

寄せられたという。また派遣した側のJAや

まがたの利用者からも、相互扶助の農協ら

しい良い取組みだと評価する声があったと

のことである。

なお、JAやまがたは、19年10月の台風19

号で被害を受けた宮城県のJAみやぎ仙南に

もふれあい号を派遣している。
（注12） https://www.jagifu.or.jp/wp/archives/
24908（21年９月８日最終アクセス）

（注13） 新型コロナウイルスの感染拡大により、21
年８月時点では停留所１か所（公民館）への運
行をとりやめている。

（注14） JAそお鹿児島ウェブサイト
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JAバンクでは、一般的なインターネット

バンキングに加えて19年12月にスマートフ

ォンで簡単に登録できるJAバンクアプリを

リリースしたため、最近開催される教室で

はJAバンクアプリを説明するものもある。

同アプリでは貯金の残高や入出金の明細を

みられるため、コロナ禍で外出自粛が求め

られるなか、店舗に足を運ばずにアプリを

利用することを推奨する農協も多い。

具体的な教室の様子について、21年３月

にスマホ教室を開催したJA香川県の事例を

紹介してみたい。

ｂ　JA香川県でのスマホ教室

JA香川県では、20年10月にJA役員と女性

部の役員との意見交換会が行われ、その場

で女性部役員からスマホを活用したいので

教えてもらう場を持てないかという話が出

た。同JAでは、JAバンクアプリの登録をキ

ャンペーンに取り入れるなどの企画を行っ

ており、女性部の役員のなかにもその利便

性を実感していた人がいたため、スマホ教

室では同アプリの使い方も教えてほしいと

いう申入れがあった。

JAではこうした要望に応えるために動き

出し、21年２月に高松市で教室を開催する

ように準備していたが、新型コロナウイル

スの感染拡大で開催は３月に延期された。

参加者を女性部で募ったところ、100人以上

が参加する予定であったが、感染防止のた

め半分程度の55人に絞り午前と午後に分け

て広いスペースで実施することになった。

参加者はスマホを所有している女性部員で、

日本では、ここ数年スマートフォン教室

を開催する農協が増え、そのなかで金融サ

ービスへのアクセス方法を教える事例も出

てきている。その他の金融機関については、

筆者が調べた限りではあるが、地銀や信金

でスマートフォン教室を開催したケースは

あるようだが、デジタルチャネル活用につ

いての講座等を積極的に行っている様子は

うかがわれなかった。他方、携帯電話会社

のNTTドコモやソフトバンクでは、店舗や

出前講座でスマートフォン教室を積極的に

開催しており、そのなかでキャッシュレス

決済の利用方法を教えることがあるようで

ある。
（注15） 髙山（2019）24～25頁

（2）　農協におけるスマートフォン教室
ａ　スマートフォン教室の始まり

農協によるスマートフォン教室の記事が

日本農業新聞に掲載されるようになったの

は、17年頃からである。記事を読むと、当

初は高齢層にも普及し始めたスマートフォ

ンと従来型の携帯電話はどう違うのかにつ

いて説明したり、カメラ機能の使い方や利

用にあたってのセキュリティ上の留意点を

教えたりするのが主だったようである。

その後、農協でのスマホ教室開催や信農

連等がその開催を支援する動きが広がった。

農協で年金受取りをしている人が入会でき

る年金友の会、作物別の部会、女性部の活

動の一環として、また、支店での地域活性

化に資する協同活動の一部として教室を開

催することが多い。
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同JAによれば、スマホの最近の機種には

生体認証でIDやパスワードを呼び出せる機

能がついているものもあり、一度登録して

しまえば、それらの機能を使って容易にア

プリを利用できる。インターネットへのア

クセスがパソコンからスマホに移ったこと

で、高齢層にも利用しやすくなったと実感

しているという。教室は参加した女性部員

から好評だったようで、参加者の話を聞き、

他の組合員やJA職員からもうちの店舗でも

実施してほしい、実施したいという要望が

あがり、実際に開催したケースもある。

（3）　スマートフォン教室への期待

各地の農協での動きも踏まえ、JA全中と

農林中央金庫は、高齢者もスマホを活用し

暮らしの利便性向上につなげるため、全国

の農協が携帯電話会社と連携してスマート

フォン教室を開催できる仕組みを構築した。

21年７月にJA全中と農林中央金庫が「JA

スマホ教室」に関する全国説明会を開催し

たところ、農協、信農連、中央会などから、

1,000人の枠を超える申込みがあるなど高い

関心が寄せられた。

説明会では、スマホの具体的な活用例と

して、インターネットショッピングやイン

ターネットバンキングの利用、LINEでのコ

ミュニケーション、さらには女性部の手芸

教室で作った作品をメルカリに出品するこ

と等が紹介された。実際にスマホ教室を開

催した農協の事例報告も行われたが、教室

の募集を開始したところ、あっという間に

定員が埋まり、当初２回の予定が５回開催

70歳代ぐらいの人が中心であった。

講師はNTTドコモに依頼し、スマホの基

本操作やスマホが得意なこと、アプリにつ

いて説明したのち、実際にJA香川県のイン

スタグラムをみて「いいね！」をつける方

法を体験してもらった。JAバンクアプリの

説明は同JA職員が担当し、JAバンクの公式

ウェブサイトに掲載されている動画を使い

ながら、時々再生を止めて説明を付け加え

るかたちで行った。

前述のとおり、同JAではアプリやインタ

ーネットバンキングへの登録をキャンペー

ンに取り入れているため、店舗の窓口でも

利用者に登録や利用方法を説明している。

そうした経験を踏まえて、あらかじめ教室

の進行の妨げになりそうな点を取り除く工

夫を行った。メールの受信という最初の段

階でつまずくと先に進まなくなってしまう

ため、事前にヒアリングシートを配布し、

アプリの登録に必要なメールアドレスを確

認し、受信可能な状態にすることを参加者

に依頼した。また、アプリに登録したいID

やパスワードも家で考えて事前ヒアリング

シートに記載してきてもらうことにより、

教室ではそれをみながらスムーズに入力で

きるようにし、後で忘れてしまったときに

も参照できるようにした。

教室の当日は慣れない操作に手こずりな

がらも、JA香川県のインスタグラムをみら

れるようになると参加者からは楽しそうな

声があがった。JAバンクアプリについては

「こんなに簡単に貯金残高や入出金明細がみ

られるなんて」という感想があったという。
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合である。同氏は、高齢者の孤立、生きが

い喪失への対策として、ITを使った社会参

加や自立を支援する活動を行っている。高

齢者が新しいサービスから取り残されない

ようにするには、それを知らない人に教え

ることが重要だとしており、スマホ教室は

まさにそれに該当する取組みであるといえ

るだろう。
（注16） エバンジェリストは伝道者の意で、ITにつ

いてわかりやすく説明したり啓蒙したりする役
割の人をさすが、同氏の呼称は本人が名乗ると
いうよりは周囲がそう呼んでいるようである。
この項の記述は、同氏の当該講演を聞いて筆者
がまとめたものである。

おわりに

本稿では、近年他業態でも導入され始め、

特に農協で導入が進んできている移動店舗

と、今後農協での開催が一層増加すると見

込まれるスマホ教室について取り上げた。

いずれも、地域のニーズをくんで農協が始

めたことが徐々に広がり、それが全国での

企画としてさらに広がってきた、または広

がることが見込まれている。

移動店舗は、通常の店舗からの距離が遠

い地域における金融サービスへのアクセス

確保に貢献しているだけでなく、自然災害

等の非常事態時にも役割を発揮するように

なってきている。また、農協によっては、

移動店舗の停留所が人々の交流の場になっ

ているケースもある。

先にみたとおり、一般にデジタルチャネ

ルの普及は窓口利用ニーズの縮小につなが

るとみられるが、農協の移動店舗の主な利

することになった農協もあった。教室の参

加者からは、他の金融機関で通帳をなくす

動きが進んでいることをニュースで知り不

安になっていたが、JAバンクアプリの説明

を含むスマホ教室があってほっとしたとい

う感想も出たそうである。

以前から組合員・利用者のニーズを踏ま

えてスマホ教室の開催が増えていたことに

加え、全国からの支援策ができたことから、

新型コロナの状況に左右されはするものの、

スマホ教室を開催する農協は一層増加し、

多くの人が参加するようになるとみられる。

農協としては、コロナ禍で対面でのやり

とりが困難になるなか、スマホを利用して

SNS経由で農協と組合員・利用者との間の

コミュニケーションを図り、さらに農協が

提供するインターネット上のサービスへの

アクセスが増えることへの期待がある。ス

マホ教室は、年金友の会や女性部など以前

から農協で行われていた活動の一環として

開催されることも多く、組合員活動の活性

化に資することも期待されている。

参加する側にもメリットは大きい。19年

６月に開催されたG20財務大臣・中央銀行

総裁会議の関連シンポジウム「高齢化と金

融包摂」に登壇した80歳代のITエバンジェ

リスト
（注16）
若宮正子氏は、講演のなかで身体能

力が衰えてきた高齢者こそ、生活の様々な

場面でITを活用すれば利便性を高められる

と述べた。例えば、認知機能の衰えを補う

ため、スマホやパソコンを連動させてスケ

ジュールを管理し、時間になったら音声で

知らせてくれるように設定するといった具
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貢献するだけでなく、高齢層の孤独や孤立

を防ぐなどより広く社会的包摂にも役割を

発揮できる可能性がある。
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（しげとう　ゆかり）

用者である高齢層がデジタルチャネルを活

用できるようになるためにはサポートが重

要である。その支援策の１つになりうるの

がスマホ教室であり、デジタル・ディバイ

ド解消への最初の一歩になることが期待さ

れる。

携帯電話会社でもスマホ教室を実施して

いるにもかかわらず、農協のスマホ教室へ

のニーズが高いのはなぜだろうか。教室に

仲間と一緒に参加できること、そして仲間

同士で連絡を取り合ったり、農協のSNSを

みたり、JAバンクアプリを利用したり、操

作を覚えた後の使い道が具体的に想像でき

ることも背景にあるのではないか。また、

以前から行われていた組合員や利用者の対

面での活動がコロナ禍で難しくなってきて

いることも、スマートフォンでのコミュニ

ケーションへのニーズを強めているとみら

れる。

JAそお鹿児島では、同JAの様々な事業や

活動をSDGsの17の目標のそれぞれに位置付

けている。そお太くん号については、「９　

産業と技術革新の基盤をつくろう」「11　住

み続けられるまちづくりを」という目標、

JAネットバンクやJAバンクアプリの普及は

「８　働きがいも経済成長も」の目標に密接

に関連すると位置付けている。

農協の移動店舗やスマートフォン教室の

開催は、SDGsの「誰一人取り残さない」と

いう理念にも非常によく合致すると考えら

れる。また、これらの取組みは金融包摂に
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今年のNHK大河ドラマ「青天を衝け」がおもしろい。主人公は、日本資本主
義の父と言われている渋沢栄一。現在に生きる私は、朝起きてから夜寝るまで、
彼が設立に携わった会社・組織の製品・サービスにお世話にならない日は一日
たりともない。例えば、日経新聞、JR、東京証券取引所、みずほ銀行、王子製紙、
帝国ホテル、聖路加国際病院、明治神宮・・・・・。数えきれないくらい多くの会社
（約500）の設立や社会公共事業（約600）に関わり、近代日本の設計者の一人と呼ば
れノーベル平和賞の候補にもなっている。2024年新しい一万円札の顔になれば、
電子化が進展し紙幣の流通量が減るとはいえさらに頻繁にお目にかかることに
なる。
この渋沢の著書が『論語と算盤』。考えてみると論語とソロバンとは似ても似

つかぬものであり、一方は人としてどう生きるか、もう一方は利益を得て金持
ちになるにはどうするか、を象徴するものだ。このかけ離れた二つの概念を同
時に実現するにはどうすればよいか、を説いたのが『論語と算盤』であり、渋
沢の作った会社が他の財閥系会社とは一線を画していることからもそれを実践
したことがうなずける。
渋沢の主張を単純化していうと、目指すべきは株主価値よりも社会価値の追
求を重視する資本主義であり、合本主義とも言われている。当時から、株主価
値の最大化を追求する資本主義には重大な欠陥があることを見抜いていたわけ
で、その慧

けい

眼
がん

に驚かされる。世界金融危機の後、渋沢の思想が日本のみならず
海外でも注目を浴びた理由は明確である。
こうしたことをつらつら考えていて思い出したのが、近江商人の「三方よし」、
多くの人が知る「売り手よし・買い手よし・世間よし」である。『近江商人の系譜』
は、私が社会人になって間もないころ職場の先輩から薦められた本で、商売の
心得が近江商人の理念として書かれており、協同組合の理念にも近いと感じた
記憶がある。
「三方よし」の理念は、今の言葉でいうと「win-win」の関係を築いたうえで
CSR（社会貢献）をしっかりすることを説いている。最近ではCSRというよりCSV

『論語と算盤』『近江商人の系譜』そしてSDGs

農林中金総合研究所 
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（共通価値の創造）と言ったほうがフィットするかもしれない。社会的な課題解決
と企業利益の追求を両立する考え方であり、先ほど紹介した渋沢の思想にも通
ずるものだ。
このCSVの概念を広く深くし発展させたものがSDGs（Sustainable Development

Goals）だ。この単語、特に「サステナブル」とともに耳にしない日はないと言っ
てよいほど広まっているが、その内容を正確に理解している人は案外少ない。
SDGsは、15年国連が採択した「持続可能な開発目標」であり、30年までに達成
すべき社会課題を、17のゴールと169のターゲットに分け解決の目標とするもの
で、17年にはその進捗を測る244の指標も作られている。
SDGsが広まり始めたころ、日本にはすでに「三方よし」の考え方があり昔か

ら取り組んできたことで目新しいものではない、といった反応があった。先ほ
ども触れたとおり「三方よし」はSDGsの一部とも言えるが、決定的な違いがあ
る。それは「時間軸」という第４の軸が明確に加わっている点だ。SDGsが実現
できるかどうかは、この軸をどう意識するかにかかっているとも言える。
時間軸を意識すると、おのずと目標や経営計画の作り方も変わってくる。現
状からスタートする従来の計画作りでは2030年ましてや2050年といった先の姿
は描き切れない。存在意義やあるべき姿・実現したいこと（パーパスあるいはヴィ

ジョン）をしっかりと位置付けたうえで、それに向けて誰が何をどうするか、を
議論しなければならない。フォア・キャストからバック・キャストへの転換だ。
経営者には、未来への強い責任感と困難に立ち向かう覚悟が不可欠だ。
それともう一点。「世間よし」の世間の範囲が格段に広がっていること。今や

待ったなしの課題である気候変動や生物多様性の議論を進めると、最終的には
我々人類が住む「地球の命」につながる。まさに世間は広いことも念頭に置か
なければならない。
国・行政機関・企業・団体など様々な組織が、「サステナブル」を標榜し達成

すべき目標や将来のあるべき姿をうたい始めた。言葉にまどわされることなく
「今だけ、金だけ、自分だけ」になってはいまいか、今一度よく考えてみる必要
がある。

（（株）農林中金総合研究所 取締役会長　大竹和彦・おおたけ かずひこ）
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（2） 農業構造法の成立

おわりに

〔要 旨〕

食と農のグローバル化・大規模化が進行するなかで先進国ではおしなべて中小家族経営の

経営危機と離農が相次ぎ、この間に農業構造は激変した。一方で、農業が気候変動への対応

と生態系保全の環境適合型への転換を迫られ、疲弊する農村の活性化が求められる現在にお

いて、農業・農村政策もまた転換を迫られている。

環境先進国ドイツでは連邦政府が気候変動対策や生態系保全をめざす積極的な政策を打ち

出し農業にもその対応を求めるが、企業的大農場が支配的な東部ドイツ（旧東ドイツ）、とり

わけ、ブランデンブルク州では農業構造に着眼し、地元農業者が地域の中核経営を構成し「農

業構造の多様性」を確保できるようにする「農業構造法」を法制化して農村の過疎化と疲弊

を打破しようとする動きが生まれている。

そこで本稿では、同州を中心に農業構造モデルをめぐる議論と法制化の動向等を紹介し、

現在の環境危機の時代に求められる地域農業構造のあり様について示唆を得るものである。

主席研究員　河原林孝由基
九州大学 名誉教授　村田　武

環境危機の時代に求められる地域農業構造
─ドイツ・ブランデンブルク州の農業構造モデルをめぐって─

農林中金総合研究所 
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確保できるようにする「農業構造法」

（Agrarstrukturgesetz）を法制化して農村の

過疎化と疲弊を打破しようとする動きが生

まれている。地域農業構造のなかで「農民

的家族経営」（der Bäuerliche Bauernbetrieb）

が中核になるのが望ましいといった議論も

盛んになってきた。そこで本稿では、ブラ

ンデンブルク州を中心に農業構造モデルを

めぐる議論と法制化の動向等を紹介し、現

在の環境危機の時代に求められる地域農業

構造のあり様について示唆を得ることとし

たい。

また、旧東ドイツ（ひいては中東欧の旧社

会主義諸国）の体制移行後現在に至る農業

事情について日本で紹介されることは少な

く、本稿のもつ学術的・社会的意義も意識

し執筆している。
（注１） 国連「家族農業の10年」がスタートするに

あたり現下の情勢を整理し、改めて家族農業の
価値を問い、「家族農業をSDGsの主役に」と家族
農業を関連政策の中心に位置づけ政策支援を具
体化するよう提言をしている（河原林（2019a））。
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/
nri1901re9.pdf

１　ドイツの農業構造と
その変貌

ドイツの農業経営構造の変化は、まず農

業経営数の減少が顕著であるところに示さ

れている（第１表）。2005年の36万6,000経営

から12年には28万7,200経営になった。その

間、７万8,800経営（21.5％）も減少している。

うち旧東ドイツ（２万8,400経営から２万4,000

経営に減少）を除く旧西ドイツ地域の農業

はじめに

食と農のグローバル化・大規模化の負の

側面として、農産物・食料の国際価格の乱

高下、気候変動や災害、大規模な土地収奪、

環境汚染、水資源の枯渇、多国籍企業によ

る種子の囲い込み、食の安全性などの問題

を生み出してきた。今まさに農業・食料生

産システムと地域の持続可能性が問われて

いる。こうしたなか、家族農業がこれら問

題解決に期待できるとして、国連は「家族

農業の10年」（2019～28年）を定めた。家族

農業は経済・環境・社会面で重要な要素を

構成しており、農民は食料を生産すると同

時に社会の課題解決に貢献できる存在とし

て期待される
（注1）
。

家族農業すなわち家族労働が主な農作業

を担う中小家族経営は、食と農のグローバ

ル化・大規模化が進行するなかで先進国で

はおしなべて経営危機と離農が相次ぎ、こ

の間に農業構造は激変した。一方で、農業

が気候変動への対応と生態系保全の環境適

合型への転換を迫られ、疲弊する農村の活

性化が求められる現在において、農業・農

村政策もまた転換を迫られている。

環境先進国ドイツでは連邦政府が気候変

動対策や生態系保全をめざす積極的な政策

を打ち出し農業にもその対応を求めるが、

企業的大農場が支配的な東部ドイツ（旧東

ドイツ）、とりわけ、ブランデンブルク州で

は農業構造に着眼し、地元農業者が地域の

中核経営を構成し「農業構造の多様性」を

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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14.9％）を合わせれば、この南ドイツ２州に

12万8,600経営（旧西ドイツの52.6％、全ドイ

ツの47.8％）と全ドイツの半分の経営が存在

する。農用地面積では、バイエルン州が

312.8万ha（18.7％）、バーデン・ヴュルテン

ベルク州が141.9万ha（8.5％）と全ドイツの

農用地の27.2％、４分の１強である。両州

の１経営当たり平均農用地面積は35haと、

都市州（ベルリン・ハンブルク・ブレーメン）

と並んで小さい。

一方、東部ドイツ（旧東ドイツ）では、ブ

ランデンブルク州（5,400経営）の１経営当

たり平均農用地面積は246ha、メクレンブル

ク・フォアポンメルン州（4,900経営）は同

277ha、ザクセン州（6,500経営）は同140ha、

ザクセン・アンハルト州（4,300経営）は同

274ha、チューリンゲン州（3,500経営）は同

221haとなっている。これは、旧東ドイツで

はかつての大規模集団経営である農業生産

経営数は26万3,200経営になった。ドイツの

農業センサス基準では、農業経営は10年に

それまでの農用地面積の下限２haから５ha

基準となったことを差し引いても、2000年

代に入っての農業経営数の減少は異常なも

のとすべきであろう。なお、旧西ドイツの

1987年の農業経営数（農用地規模1ha以上）

は68万1,010経営（うち農用地面積５ha規模以

上は69.7％で47万4,737経営）であったことか

ら、この四半世紀における農業経営構造の

変化は非常に大きい。経営数増減分岐点は

100ha（１経営当たり平均農用地規模が100ha

未満だと経営数は減少傾向）になった。

州別に17年の農業経営数をみると、バイ

エルン州に８万8,600経営（旧西ドイツの

36.2％、全ドイツの32.9％）と、全ドイツの農

業経営の３分の１が集中する。バイエルン

州西隣のバーデン・ヴュルテンベルク州の

４万経営（旧西ドイツの16.4％、全ドイツの

農用地面積 農業経営数
1経営当たり
農用地面積

（ha）
17年 05 12 17 17

旧西ドイツ計 1,116.4 （66.9） 337.6 （92.2） 263.2 （91.6） 244.6 （96.9） 46
うち南部2州 454.7 （27.2） 175.2 （47.9） 137.5 （47.9） 128.6 （47.8） 35
バイエルン州
バーデン・ヴュルテンベルク州

312.8 （18.7）
141.9  （8.5）

124.3 （34.0）
50.9 （13.9）

94.4 （32.9）
43.1 （15.0）

88.6 （32.9）
40.0 （14.9）

35
35

都市州 2.5  （0.1） 0.8  （0.2） 1.1  （0.4） 0.8  （0.3） 31
旧東ドイツ計 552.3 （33.1） 28.4  （7.8） 24.0  （8.4） 24.6  （9.1） 225
ブランデンブルク州
メクレンブルク・フォアポンメルン州
ザクセン州
ザクセン・アンハルト州
チューリンゲン州

132.3  （7.9）
134.6  （8.1）
90.1  （5.4）
117.6  （7.0）
77.8  （4.7）

6.2  （1.7）
5.0  （1.4）
7.9  （2.2）
4.5  （1.2）
4.8  （1.3）

5.5  （1.9）
4.7  （1.6）
6.1  （2.1）
4.2  （1.5）
3.5  （1.2）

5.4  （2.0）
4.9  （1.8）
6.5  （2.4）
4.3  （1.6）
3.5  （1.3）

246
277
140
274
221

合計 1,668.7（100.0） 366.0（100.0） 287.2（100.0） 269.2（100.0） 62
資料　DBV,Situationsbericht2006/07,2013/14,2018/19版
（注） 1  　カッコ内の数値は構成比（％）。

2　ドイツ政府は、1998年農業センサスまでは農用地面積1ha以上、99年からは2ha以上であった農業経営基準を、2010年から主業・
副業経営に関係なく農用地面積5ha以上に変更している。

第1表　ドイツの州別農用地面積と農業経営数（2005・2012・2017年）

（単位　万ha、千経営、％）
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械や肥料なども決定的に不足していたので

安定した農家経営を築くのはむずかしかっ

た。そこでDDR政府はソ連邦のコルホーズ

（集団農場）をモデルに、「農業の社会主義的

改造」だとして、1960年から本格的に農民

の集団化（個々の農家経営を農業生産協同組

合〔LPG〕に統合）を強行する。しかも、90

年の東西ドイツ統一後も、大規模なLPG農

場を解体し、農地を農民に返還して農家経

営を再生させるのではなく、協同組合
（注2）
や有

限会社の形態で、大半のLPG農場がそのま

ま継承されたのである。

そのような大農場主体の農業構造につい

ては、旧東ドイツ全域で以下のような大き

な問題を生みだしてきた。

「・経済的弱体化、文化的貧困化、そして

最後に農村地域の過疎化

協同組合（LPG）や国営農場（VEG）を中心

にした社会主義の大規模経営構造を引き継

いだ有限会社や協同組合などの大型法人経

営中心の構造になっていることによる。な

お、経営数が12年の２万4,000経営から、17

年には２万4,600経営に600経営増加してい

るのは、この間に大規模経営の経営分割が

あったことによるものである。

２　ブランデンブルク州の
農業構造

（1） 歴史的背景

ブランデンブルク州は、ドイツに16ある

連邦州のひとつで、旧東ドイツ（ドイツ民主

共和国〔DDR〕）の東部の州で、1990年の東

西ドイツ統一の際に誕生したポツダムを州

都とする「新連邦州」である。なお、ドイ

ツ連邦の首都ベルリンが地理的にはこの州

内にあるが、ベルリンは都市州として独立

した別個の州である（第１図）。

ブランデンブルク州は北に隣接するメク

レンブルク・フォアポンメルン州とともに、

エルベ川の東の地域であったので「オスト

エルベ」（東エルベ）と呼ばれ、大規模な領

主農場（領主をグーツヘルといい、その俗称

がユンカー）が支配的な農業構造をもって

いた。第二次世界大戦後、旧東ドイツでは

土地改革により領主農場制は無償没収によ

って解体され、零細農民や東部からの避難

民に農地が分与された（創設された農家を

「新農民」という）。しかし、新農民に与えら

れた農地はほとんどが５ha未満で、農業機

バイエルンバイエルン

ヘッセンヘッセン

ニーダーザクセンニーダーザクセン

ノルトライン・
ヴェストファーレン
ノルトライン・
ヴェストファーレン

バーデン・
ヴュルテンベルク
バーデン・

ヴュルテンベルク

エルベ川エルベ川

第1図　ドイツ地図

ブレーメン

ザールラント

ベルリン

ザクセン

ブランデンブルク

ハンブルク

ザクセン・
アンハルト

ラインラント・
プファルツ

シュレースヴィヒ・
ホルシュタイン

メクレンブルク・
フォアポンメルン

資料　筆者作成

チューリンゲン
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理念のもとで運営していることを強調する協同
組合も多い。

（注３） Beleites, M. （2012）, Leitbild Schweiz 
oder Kasachstan?: Zur Entwicklung der 
ländlichen Räume in Sachsen; Eine 
Denkschrift zur Agrarpolitik, Abl
Bauernblatt Verlag, S.77-78．このM・ベライテ
スの見解は、村田（2020）が要約して紹介してい
る。
なお、東部ドイツではDDRの社会主義集団農

業の時代にすでにさまざまな問題を生みだして
いたことについては、谷口（1999）が「社会主
義大規模農業経営（農業の工業化路線）の蹉

さ て つ

跌」
として指摘している。

（2） 農業構造をめぐる議論

ブランデンブルク州議会は州の農業構造

と農業の担い手の現状について20年１月22

日付け議事録で以下の総括をしている
（注4）
。

「農外の投資家は、とくに08年の世界的

金融危機・リーマンショック以降の低金利

のもとで、農業経営の買収、またはその持

ち株の一部買収（Unternehmensanteil, Share 

Deals）、農用地の獲得などを利益のあがる

投資機会とみなしてきた。その結果、限ら

れた農地をめぐる競争が激化し、耕地の価

格や地代を引き上げ、地域における土地の

減少と土地集中がひどくなり、がんばって

きた土着の農業者の経営拡大と地域に根ざ

した農業の発展を阻害している。」

1990年代～2006年まで１ha当たり2,600～

2,700ユーロ水準で安定していたブランデン

ブルク州の農用地価格は、07～08年に3,000

ユーロ台、09年4,700ユーロ、10～11年6,000

ユーロ台、12年7,300ユーロ、13年8,500ユー

ロ、14年１万ユーロとなり、17年には１万

1,372ユーロまで上昇した。借地料も１ha当

たり60～80ユーロであったのが、09年には

・移住、自立性、そして農村住民の参加

の喪失

・エネルギーや食料の地域的、分散的供

給能力の低下

・農村景観の単調化

・農業環境における種の消滅

・ 土壌の破壊（有機質の喪失、土壌の硬化、

汚染物質の増加）

・地下水の汚染

・専門家気質や利益だけを考える傾向が

強まり、農業者の一般的知識や実践能力が

失われる

・そしていうまでもなく大量生産される

農産物の質も低下する
（注3）
」

それに加えて、とくにこのブランデンブ

ルク州とメクレンブルク・フォアポンメル

ン州では、08年のリーマンショック後の低

金利のもとで、西部ドイツの農外資本に投

機的な投資機会を提供したのが、これらの

大農場の買収ないし資本参加であった。そ

してそれにともなう農地価格・借地料の高

騰が地元の農業者の規模拡大や、農民経営

の新規参入を困難にしたことが、これら地

域の若者の西部ドイツへのさらなる流出、

農業就業者の高齢化、そして農村地域の過

疎化を激化させることになったのであり、

政党、農業団体等の危機感を高め、州政府

に対応を迫ることになったのである。
（注２） ここでいう「協同組合」は、ドイツ国民に

とっては旧東ドイツの社会主義的「集団農場」
を想起させるものだが、これとは区別する意味
で、ライファイゼン・バンクやライファイゼン・
エネルギー協同組合といったように、世界で初
めて農村信用組合を設立した“協同組合の父”
F.W.ライファイゼンの名を冠して彼の協同組合
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同郡農用地のうち62％すなわち８万haは

法人経営のものであるが、07年～16年の間

に、郡内農用地合計の25％がその所有者を

変えており、５％（6,300ha）が出資金買収

によるものであった。その結果、16年の郡

内の法人経営の所有構造（農用地面積の割

合）を概観すると、域内つまり地元の農民

家族が実際に経営を担っているのは半分弱

にすぎず、他方で、域外からの企業によっ

て買収され実際に経営されている農場がほ

ぼ３割に達するまでになっている。これに

ついて、「同盟90/緑の党」が「農業の安値

売却がたけなわ」と表現したのもうなずけ

る。

こうした実態が、土着の農業者・農民家

族経営や地域に根づいて経営する法人が農

業経営の中核をなすべきだとする「農業構

造モデル」を明確にした農業構造法を制定

すべきだとする議論を高めることになった

とみられるのである。
（注４） Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt

und Klimaschutz （MLUK） Brandenburg
（2020）, “Agrarstrukturelles Leitbild als
Grundlage für ein neues Bodenmarktrecht
in Brandenburg,” Web版

（注５） Bündnis 90/Die Grünen im
Brandenburger Landtag （2019）, “Ein
Agrarstrukturgesetz für Brandenburg Den
Ausverkauf der Brandenburger
Landwirtschaft stoppen,” KURZ & KNAPP,
Stand:Juni. Web版

（注６） ブランデンブルク州の地方自治体は、広域
自治体の14郡（Landkreis）と基礎自治体の420
市町村（Gemeinde）の２層構造をとる。市町
村は、市と町と村の総称ではなく、日本の市町
村に相当する地方公共団体の意味である。

100ユーロとなり、その後も上昇して17年

には156ユーロとなった。ところがこの間

の農業収益（ha当たり、有機農業経営を除く）

は、10年の1,912ユーロから17年の2,222ユー

ロで停滞していたのである。

州議会会派「同盟90/緑の党」の19年６月

のニューズレター「短信」（KURZ & KNAPP）

では、その要因を以下のように説明してい

る
（注5）
。

すなわち、農外の投資家が安定した投資

場所をブランデンブルク州の農地にみつけ

たこと、しかも農地の直接買収ではなく農

場資産の一部買収（出資金買収、Share Deals）

によって不動産取得税の支払いを回避でき

たからである。そして同州の農業経営構造

が大規模経営に偏しており（ブランデンブ

ルク州では経営規模200ha未満の農場はわずか

12.7％であった。全ドイツ平均では逆に200ha

以上経営が12.7％であった）、農外資本の買収

に対して抵抗力を弱めていたこともあり、

結果的に大規模な農地の所有構造の不明瞭

化が進み、州の農業の多様性が弱まり、安

価な量産農産物の生産に集中することで地

域の価値生産や担税力を弱め、したがって

農村地域を弱体化させることになった。加

えて、農民経営にとっては農地や草地の買

収に金が掛かり、農産加工・販売、農村ツ

ーリズム、環境・動物保護に必要な投資を

困難にしたのである。

また、同ニューズレターでは、具体的に

ブランデンブルク州東端のメルキッシュ・

オーデルラント郡の事例をもって示してい

る
（注6）
。
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３　農業構造法をめざして

（1） 望ましい農業構造とは

問題は、リーマンショック後にブランデ

ンブルク州で、数多くの農業経営や土地が

主として西部ドイツの農外企業の買収の対

象になってきたこと、そして地元の農業者

が関心をもっていた土地が州外の農業経営

に買われたことにあった。後述のように、

同州では農地の法整備が遅れ、地元の農業

者の経営の利益になるような農地の「先買

権」の利用ができなかった。同州の先買権

には農業構造に関わる目標設定、すなわち

地域外遠隔地からの純粋の企業家が農場経

営に関わることが農業構造上不都合である

とみなし、それを抑えるとするような目標

は設定されていなかったからである。

既存のドイツ（旧西ドイツ）の農地法制、

すなわち土地取引法（1961年）、全国入植法

（1919年）、農地借地法（1985年）はいずれも、

農業者ができるかぎり自作地を保有して経

営的に安定し、農地価格や地代の高騰を防

ぎ、農業者がその経営を獲得したり、借地

したりするうえで経済的な不利を被らない

ようにすることを目的にしてきた。そして

90年の東西ドイツ統一後の06年に、これら

の農地法制権限が連邦制度改革にともなっ

て連邦から州に移管されたにもかかわらず、

ブランデンブルク州は独自の法改正権限を

行使せず、とくに西部ドイツの農外資本に

よる農用地買収を規制しなかったところに

問題があったというのである。

そこで、州議会は幅広い討論を組織し、

遅くとも20年末までにブランデンブルク州

のあるべき農業構造モデルを明確にし、農

業構造法制定のための農業構造目標を定め

ることをめざした。そしてその中核にある

考え方は、土着の農業者―農民家族経営で

あるか地域に根づいて経営する法人である

かを問わず―の立場を農外投資家に対して

強化すべきだということである
（注7）
。

（注７） Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und Klimaschutz （MLUK） Brandenburg
（2020）, “Agrarstrukturelles Leitbild als
Grundlage für ein neues Bodenmarktrecht
in Brandenburg,” Auszug aus Landtag
Brandenburg, Drucksache 7/471-B vom 22.
Januar.
なお、ブランデンブルク州議会の第７選挙期

（19年～）の党派別構成は以下のとおりである。
SPD（ドイツ社会民主党）25、CDU（キリスト
教民主同盟）15、
Linke（左翼党）10、AfD（ドイツのための選択肢）
23、B90/Grüne（同盟90/緑の党）10、
BVB/FW（市民運動ブランデンブルク州連盟/
自由選挙民）５、（合計88議席）

（2）  望ましい農業構造をめぐる

アンケート

ブランデンブルク州農業・環境・気候保

護省は農業構造法の法制化に先立ち、20年

３月に「ブランデンブルク州における農業

構造の目標設定」に関するアンケートを実

施している。以下の諸点についての賛否が

問われており、どのような論点があったか

をうかがい知ることができる
（注8）
。

（注８） Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und Klimaschutz （MLUK） Brandenburg
（2020）, Agrarstrukturelle Zielsetzungen im
Land Brandenburg, Stand 2.3， Web版
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＜アンケート内容＞

上位目標について
　その所有者が自ら経営する農場で生活し、経済的にそれを支えられる所有構造にあるしっかりした農業経営が、
安定した農業構造の基礎である。

Ａ．経営構造と土地の配分に関する目標について
１．農用地についての土地投機は阻止されるべきである。
２．ブランデンブルク州の経営に関する構造は、経営規模やその法的形態だけでなく、生産の発展方向でも、主
業経営であるか副業経営であるかでも多様であるべきである。
３．少数経営による地域内での土地集中は回避されるべきである。
４．農用地所有の幅広い分散が奨励される。
５．農業経営は、直接的であるか間接的であるかを問わず、農外所有者による支配、また農外利益を追求するも
のであってはならない。
６．経営はその経済的安定性を確保するために、自作地率をできるかぎり高めるべきである。
７．若い農業者や新規就農者が土地を獲得するのを容易にすべきである。
８．非農業者が土地購入者もしくは先買権行使者になりうるのは、その目的が土地の農業構造目標にふさわしい
ものであり、農外目的をめざすものでない場合であって、厳しい条件のもとで農業者と同等に扱われる。
９．ブランデンブルク州内の農地をもたない農業経営が、州内で雇用者に経営をまかせる場合には、非農業者と
同等とみなされる。
10．農用地の購買価格は一般的な取引価格を上回るべきではない。現実には、それはすでに農業内での取引価格
を上回っている。

Ｂ．先買権について
　先買権の行使にあたっては、競争がある場合には、以下の要件をもっとも良く満たした農業者に優先権が与え
られるべきである。
－購買農地と地域的に関係のある自作経営
－自家労働力を保有する経営
－経営が地域の価値生産に貢献できること（例えば農場店舗、地域内の食品加工企業との協同）
－経営が地域社会の多様性を高めるために貢献できること（例えば直売、ツーリズムの提供、農村地域での催しの開催）
－若い農業者（40歳まで）または新規就農者
－主業経営者
－園芸経営
－認証有機経営
－土地と結びついた畜産（圧倒的に自作農地による家畜飼育であること）
－実際的な理由のある土地需要
－農業教育を提供する経営

Ｃ．借地について
１．借地料はその土地から持続的に得られる作物収量にふさわしいものであるべきである。
２．借地契約は借地取引当局に確実に届けられるべきである。
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のような「ブランデンブルク州に求められ

る農業構造」を公表した（ゴシック体による

強調は筆者による）。政策面では地元農業者

が地域の中核経営を構成し「農業構造の多

様性」を確保できるよう土地所有の分散を

促し、望ましい農業構造にとって不都合な

土地分割を抑制する
（注9）
。

４　農業構造の目標設定と
法案成立

（1） 農業構造の目標設定

ブランデンブルク州農業・環境・気候保

護省は農業構造法の法制化をめざして、先

述のアンケート結果などを踏まえて、以下

＜ブランデンブルク州に求められる農業構造＞

1）ブランデンブルク州の農業構造・農地市場
ブランデンブルク州の面積の約45％は農業用地である。2016年では5,318農場が132.3万haを経営し、その平均経
営規模は249haであった。登録協同組合経営が平均1,400ha、有限会社経営が610ha、個人経営が約90haであった。
法人経営が経営総数の18％、農地の約57％を占める。
　登録協同組合経営数は今世紀に入って20％、259から198経営に減少した。他方で、有限会社経営が28％、580か
ら740経営に増え、総農地の約34％を占める。60％の経営は副業経営であって、農地では23％を占める。農地転用
は2000年の24.2万haから、2017年には28.2万haになった。これは毎日、農地が6.4ha減少していることを意味する。
　州内の農地借地率は67％である。個人経営の自作地率は約40％、法人経営のそれは28％である。多くの経営が
借地経営である。農業収益は、農地の買取りを行う資金を得るには通常十分ではない。そうした状況のもとでの
低水準の農地価格が農外からの資本投下につながったのである。
　ブランデンブルク州の農地の平均価格は、1996年～2006年の間は１ha当たり2,500～3,000ユーロで安定してい
た。その後になると地価は４倍にもなり、2006年時点の2,792ユーロが、2016年には１万2,458ユーロにもなった。
　連邦政府の土地評価・管理有限会社（BVVG

（注1）
）がブランデンブルク州で管理している農地は2018年１月１日現在

で３万9,300haであって、それはBVVGの民営化原則にもとづいて売却が求められている。ブランデンブルク州が
所有する農地は約３万4,000haである。州内の土地の農業用先買権は、実質的にザクセン・アンハルト土地有限会
社（die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

（注2）
）がもっている。

　ブランデンブルク州では全農地の70％は経営規模500ha以上の経営によっている。法人経営と大規模経営が支
配的であることを計算に入れると、必要な世代交代はまず第一に、完全にか部分的にかではあっても、非地元の
農外投資家の投資目的によるものとなる。それ以外に農場吸収のための資本は集めようがないからである（2017年
のチューネン研究所の研究に詳しい）。
　非地元の農外投資家への出資金売却（Anteilverkauf）がかなりの大きな農地面積について新たな出資金保有構造
（Holdingstruktur）を生み出した。その農地の経営は、地元の農村住民による関与が少なくなった。かくして農業
がますます農村の構造とはかけ離れたものになっている。それは働き場、地域の価値創出や税収の喪失につなが
り、農村を危機にさらしている。
　ブランデンブルク州はしたがって、土地市場政策のあり方の改善に努め、それによって、農業構造にとって不
都合な土地分割を抑え、農民と地域に結びついた農業の発展可能性を保証すべきである。そこで州は、以下のよ
うな求められるモデルを確認している。

2）ブランデンブルク州の農業構造ならびに土地市場政策に求められるモデル
ブランデンブルク州の農業構造政策は農村地域の経済的、社会的ならびに生態学的安定に寄与し、農産物の州

およびベルリンへの地域的供給を確かなものにしなければならない。それには、農民的経営が支配的な多様な農
業構造になるように方向づけられるべきである。それは土地所有を幅広く分散させるという目標とも結びついて
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いる。とりわけ農村住民が、世代を超えて農業による土地利用ならびに借地によって所得や資産を確保できるよ
うにしなければならない。
　州の農業構造政策に求められるモデルは、主業ならびに副業農業経営が、
　―地元の男女の農業者に担われること
　―耕種部門と農地に結びついた畜産が複合していること
　―兼業機会の多様性をもつ農業経営であり、地域の価値創出を促進するものであること
　―自然保護、環境保護、気象保護に大きな社会的貢献を行うこと
　―その土地所有者が農村自治体で社会的に積極的に参加し、農村の社会経済的発展や人口増に貢献すること

3）土地市場政策の目標
―既存の、また新設の農民的農業経営を主業・副業ともに保全すること
―土地所有を幅広く分散させること。また非農業者には、その所有の分散を求めること
―農地の獲得ならびに借地においては地元の農業者を優先すること
―地域の土地市場で市場を支配できるような状況は阻止すること
―土地投機の防止
―農地の売買価格、借地地代は農業収益の枠内であるべきこと
購入や借地で農地を手に入れることは農業経営にとって決定的な意味をもっている。農業構造の目標を達成す

るには、中小農業経営やしっかりした営農構想をもった新規就農者が農地を入手できるようにしなければならない。

4）農業構造・土地市場政策の具体的展開
―土地市場の透明化
土地市場の明確化が、市場データ調査の改善ならびに市場データの公的な集積によってなされるべきである。

ブランデンブルク州は連邦ならびに諸州と連携して、統一し比較可能な方法を採用し、官僚主義的な経費をでき
るかぎり削減し、データ保護を確実にすべきである。ブランデンブルク州の毎年の土地売買価格統計が土地市場
の状態を実際に説明することになる。農地についての売買価格統計には売却者と購買者のタイプについての指標
が追加され、公表されるべきである。さらなる明確化が土地市場法の執行のためになされるべきである。
　―土地市場の所有分散化と規制強化
　土地は限りある資産である。土地所有の分散化を図り、農業構造上不利な土地分割を抑止するためには、土地
市場についてのしっかりした規制が必要である。なお現在の経済環境を保証するために、ブランデンブルク州政
府は農業土地法の現代化を行う。その際に、州は農地市場に関する連邦・州作業グループの提言に従い、その実
施を積極的に行う。
　―公益土地会社
　ブランデンブルク州は公益土地会社を設立する。ブランデンブルク州土地会社の優先的目的は、このモデルに
沿った農業構造を推進し、持続的な土地管理や総合的な地域発展に寄与するところにある。
　―公有の土地
　ブランデンブルク州は公有の土地をこれ以上売却することなく、農業構造上の目的の達成に役立てる。
　―土地保護と気候保護
　ブランデンブルク州の農業政策の最大の目標は土地のもつ機能を維持し改善するとともに、気候保護である。
州はすべての人間の生活条件としての肥沃な土地を維持する腐植質に富んだ農業を促進させる。土地利用はしっ
かりした専門的実践のもとに行われる。農地の農外転用は確実に抑制され、2035年までにゼロにまで減らされる。
褐炭鉱山のために破壊された土地は農林地に戻す。

（注１）土地評価・管理有限会社（die Bodenverwertungs-und-verwaltungs GmbH, BVVG）は、連邦政府企業であって、30年
までに旧DDR時代の人民所有（国有）農林地を民間に払い下げることを法的任務とする。

（注２）ザクセン・アンハルト土地有限会社（die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH）は、1992年に設立されたザクセン・ア
ンハルト州所有の土地管理会社で、同州ならびに周辺諸州の公有地の管理を引き受けている。
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ブランデンブルク州議会で可決・成立し

た。採決は全会一致だったとみられる。法

律の正式名称は「ブランデンブルクの農業

構造を改善するための法律（ブランデンブル

ク州農業構造法）」（Gesetz zur Verbesserung

de r Agra r s t r uk tu r i n B randenburg

〔Agrarstrukturgesetz Brandenburg ‒ ASG

Bbg〕）である。以下にその要点を示す（ゴ

シック体による強調は筆者による）。

（注９） 農業構造上の不利益をもたらす農地分割の
具体的内容としては後述「ブランデンブルク州
農業構造法」第９条に法制化をみるが、そこに
は相続に際しての認可・制限事項が含まれてい
る。ドイツ（ゲルマン系民族）では農地の相続
は親がリタイアする際に子が金銭的な対価を支
払って買い取ることが一般的であり、農地売買
は相続といった世代交代の際にも発生すること
に留意が必要である。

（2） 農業構造法の成立

かくして、農業構造法は20年６月22日に

＜ブランデンブルク州農業構造法（抜粋）＞

第１条　法の目的
　本法は農業構造にとっての、またブランデンブルク州の農村が農業構造上不都合な土地分割によって被る危険
と重大な不利益を防ぐことに貢献する。農業構造上の目的は、とくに持続的に経営する農民経営の確保と地価や
借地料の高騰を抑制することにある。本法はさらに、ブランデンブルク州の農業構造モデルへの転換、とくに社
会的市場経済原則としての土地の所有権の幅広い分散に貢献する。

第４条　認可義務をともなう法的行為
　以下の法的行為は認可が必要である。
１．土地の共有部分の譲与もしくは譲渡
２．遺産が主としての農林地である場合の相続部分の共同相続者以外への譲渡
３．農林地の用益が対象である土地同等の権利の譲渡
４．用益権の引渡し

第９条　認可拒否または制限
（1）以下については認可が拒否されるか制限がなされる。
１．第１条に規定された土地分割が農業構造上不利益をもたらすような譲渡
　ａ）相続者が農業活動を行わないか、行わないと見込まれる自然人ないし法人である場合
　 ｂ）相続者が地域の土地市場で支配的な地位にあるか、相続でそれを手に入れるかをすることで、地域の土地
所有分散が弱められる場合
２ ．土地の、または連担し、経済的に一体の土地の大部分が譲渡され、譲渡を受けた者がその土地を非経済的に
縮小したり分割する可能性がある場合
３．対価が土地の価値に対してあまりに不均衡である場合
（2 ）その経営が750ha以上を所有しあるいは土地取引でそれに到達する場合は、市場支配的で土地の分散を阻害
する地位にある存在である。

（3）相続紛争や剰余またはその他の法律行為による譲渡で土地が非経済的な縮小や分割が行われて、
１．自立した経営としての存続が困難になる場合
２．２ha未満の農地になる場合、または
３．通常の林地経営が保証されているとみなされるであろう５ha未満の林地になる場合
４ ．耕地整理で分割されたか、公的な手段で拡大されたか、もしくは移住した経営の相続地が、農業構造の改善
方策に矛盾する場合

（4）地域の通常地価を10％以上上回る価格で取引される場合
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部での農業構造法は偶然ではない〕”）してい

るので紹介しておく。要旨は以下のとおり

である。

いわゆるShare Deals（出資金買収）は農

場の出資金の95％までの買収であるならば

土地取得税を免除されたことが、この方式

での西部ドイツの農外投資家による買収を

促したのである。

14年に、ザクセン・アンハルト州の農相

であったキリスト教民主同盟（CDU）のＯ・

エイケンス（Otto Aeikens）がとくに農場の

分割買収を認可制にしようという農業構造

このようにブランデンブルク州では、①

農地取引についての認可制度の導入、②先

買権の設定、③借地についての認可制度、

④優先的借地権の設定などを通じて、望ま

しい農業構造の実現をめざそうとしている。

農業構造法の政策形成プロセス等につい

ては、政党から自立した中小農民団体であ

るAbL（農民が主体の農業のための行動連盟）

が「ブランデンブルク州農業構造法」につ

いてのコメントを発表（オンライン通信

〔Unabhängige Bauernstimme〕19年９月９日

付け“Ost- Agrarstruktur ist kein Zufall〔東

第11条　先買権
（1 ）第９条第１項に反しない場合、地元の農業者が先買権を有する。地元とは、取引される土地の10km圏内に経
営の農業者をいう。地元の農業者とは売却される土地の10km圏内においてまともな経営を設立する意思のある
者をいう。

（2 ）第９条第１項に反しない取引を申請する農業者や個人がいない場合には、第18条で規定する協同開発有限会
社（Gemeinnütziges Unternehmen mbH）―ブランデンブルク州土地会社であって、農村開発に必要な土地を取
得・活用する―が先買権をもつ。

第20条　借地契約の届出
（1）借地契約を地主は届出しなければならない。

第21条　借地契約の届出免除
（1）２ha未満の土地の借地取引

第22条　借地契約への異議
（1）関係当局は以下の場合には、借地契約に異議を申し立てることができる。
１ ．土地の賃貸が土地利用において農業構造上不利益な土地分配となり、農用地の不利益な集中を意味する場合
であって、借地人の借地面積が1,000haを超える場合
２ ．土地または位置的にあるいは経済的に連担している土地の賃貸によって、土地利用が不経済的に分割される
場合
３．借地料が通常の経営で持続的に得られる作物収量にふさわしくない場合、または
４．借地料が当該市町村の平均借地料を30％以上上回る場合

第24条　優先的借地権
（1 ）賃貸される土地から10km圏内にある地元の農業経営は優先的借地権を有する。地元の農業者とは、賃貸され
る土地と同じ市町村でまともな経営理念にもとづく経営を行っているか、隣接市町村で新たに経営を創設する
意思のある者をいう（10km圏内の代替措置）。
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摘をしている（河原林（2017a））。
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/
nri1701gr2.pdf

（注12） なお、20年11月16日付けのAbLのオンライン
通信“Sachsen-Anhalt: Regierungsfraktionen
legen Entwurf für Agrarstrukturgesetz vor
（ザクセン・アンハルト州：州政府与党が農業構
造法案を提案）”によると、ザクセン・アンハル
ト州においても州政府与党のCDU、SPD、同盟
90/緑の党が、農業構造法案を提出したとのこと
である。

おわりに

本年４月に農業構造法は施行された。同

法の前提となる農業構造の目標設定では

「農民的経営が支配的な多様な農業構造が

地域農業の環境適合型農業への転換を可能

にし、それが同時に農村地域の活性化に道

を開く」という考え方にもとづいている。

本稿は文献調査を主体としており、この新

法の実際の評価については今後の現地調査

を踏まえる必要があるが、一連のブランデ

ンブルク州での取組みに通底する「現在の

環境危機の時代にどのような農業構造が環

境適合型農業への転換を担えるのか、それ

にはどのような政策的支援が必要なのか」

というテーマは重い。

地域農業構造のあり様に着眼することに

よって農業・農村が抱える課題解決をめざ

す政策アプローチは環境適合型農業への対

応をはじめ、農業経営の大規模化・画一化

や農外資本・域外資本の参入、農地取得・

取引に関する論点など、我々に多くの示唆

を与えてくれる。

法の制定をめざしたが、農業者同盟（DBV
（注10）
）

の反対に遭って失敗した経緯がある。

ブランデンブルク州では緑の党の州議会

議員であったＡ・フォーゲル（Axel Vogel）

が、長年の委員会等の議論を踏まえて農業

構造法を提案した。これが多数の賛成を得

ることになったのは、州の農業構造モデル

を明確にし、地元農民経営の強化をめざし、

農外投資家の影響に制限を加えるとしたと

ころにあった。彼が強調したのは、「農業構

造は土地の経営のあり方がポイントであっ

て、これまでの投資家による大経営は、ま

ず畜産を、次いで野菜栽培を放棄し、バイ

オガス発電をやるだけだったではないか
（注11）
」

であった。これにブランデンブルク州農業

者同盟会長のH・ヴエントロフ（Hendrik

Wendtorf）も賛成し、キリスト教民主同盟

（CDU）や左翼党（Linke）も最後には意見を

変え、州農業省を握る社会民主党（SPD）も

以前の反対の態度を変えて、法案提出に向

けての基調報告を農相が行うに至った。こ

の農業構造法で、東西ドイツを隔てた壁の

崩壊後30年にして、多様な農業構造のため

の象徴がようやくブランデンブルク州で生

まれたのである
（注12）
。

（注10） 「ドイツ農業者同盟」（DBV）は大規模経営
や食品加工業界が影響力をもつ主流農業団体で
ある。それに対して、中小農民経営団体の代表
格がAbL（農民が主体の農業のための行動連盟）
である。

（注11） ドイツでは固定価格買取制度のもと売電収
入を増やすべく、家畜飼料としてではなく、エ
ネルギー作物としてバイオガス発電の原料のた
めのトウモロコシ（デントコーン）栽培が拡大
した。それを“トウモロコシだらけ”との表現
でバイオガス発電が本来の有機・循環型農業と
かけ離れたものになっている側面があるとの指
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・ 谷口信和（1999）『二十世紀社会主義農業の教訓─
二十一世紀日本農業へのメッセージ─』農山漁村文
化協会

・ 村田武（2016）『現代ドイツの家族農業経営』筑波
書房

・ 村田武・河原林孝由基編著（2017）『自然エネルギ
ーと協同組合』筑波書房

・ 村田武編著（2019）『新自由主義グローバリズムと
家族農業経営』筑波書房

・ 村田武（2020）『家族農業は「合理的農業」の担い
手たりうるか』筑波書房

・ 村田武（2021）『農民家族経営と「将来性のある農
業」』筑波書房

（かわらばやし　たかゆき）

（むらた　たけし）
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本稿では、2019事業年度（以下「年度」と

いう）における総合農協の経営動向につい

て報告する。主に使用する資料は、農林水

産省「総合農協統計表」（21年５月公表）の

全国集計値で、集計対象は信用事業を営む

総合農協（以下「農協」という）である
（注1）
。19

年度の集計農協数は611組合（部門別損益計

算書については607組合）で、１県１農協設

立などにより前年比28組合減少した。調査

対象期間は、19年４月１日から20年３月31

日までの間に終了した年度である。
（注１） 17年３月以降、再編強化法第42条第１項に基

づいて信用事業譲渡を行い業務の代理を行う農協
は、調査対象であるが部門別損益計算書は除く。
信用事業を譲渡し信農連の代理店となった農協で
は、代理店の店舗や職員は、信用事業の店舗数や
職員数に計上され、代理店手数料収入はその他事
業収益に含まれる。また、貸借対照表と損益計算書
の信用事業関連科目、貯金平均残高等の信用事業
主要勘定は該当数値なしとなる（期中に譲渡した
場合は、期首から譲渡までの実績が計上される）。

まず、19年度の農協経営に大きな影響を

与えた外部環境について整理する。集計対

象の611組合のうち約半数の328組合（53.7％）

が３月決算を採用している。そこで以下の

経営環境については、19年４月から20年３

月の状況を中心にみていく。

（1）　経済・金融

―大規模な金融緩和が継続―

経済については、人口の減少と少子高齢

化により、生産年齢人口（15～64歳人口）は

引き続き減少し、労働市場はひっ迫した。

19年度平均の有効求人倍率（パートタイム

を含む一般）は1.55倍となり、17年度の1.54

倍、18年度の1.62倍に続いて３年連続で1.5

倍以上の高水準となった（厚生労働省「一般

職業紹介状況〔職業安定業務統計〕」）。人手不

足感が強まり、農協の職員採用や農業者の

設備投資にも影響を与えた。

また、19年10月に消費税率が８％から

10％に引き上げられた。住宅の新設着工戸

数に関して、持ち家や分譲住宅では、年度

の前半に増税前の駆け込み、後半にその反

動減とみられる動きがあった。一方貸家の

着工戸数は、14年の消費税増税や15年の改

正相続税法が適用される以前に大幅に増加

したこともあり、今回は増税前の駆け込み

着工の動きはみられず前年比△14.2％と大

きく落ち込んだ。この結果、19年度の新設

住宅着工戸数は前年比7.3％減少し、88.4万

主席研究員　尾高恵美

2019年度における農協の経営動向

はじめに

１　経営環境
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いたことにより（19年６月12日付日本農業新

聞）、生葉、荒茶ともに価格が低迷した。一

方、４月から飲用向け乳価が引き上げられ

たことにより、生乳価格は1.8％上昇した。

農業生産資材価格は、総合指数で1.2％上

昇した。消費税増税の影響に加えて、肥料

については、世界的な需要拡大により（全

国農業協同組合連合会（2018））塩化カリウム

の国際相場が前年を上回って推移したこと

を受けて、価格が3.9％上昇した。光熱動力

価格は17、18年に大幅に上昇したが、原油

の国際相場が下落基調で推移したため、

△0.2％と小幅ながら下落した。

農業交易条件指数（農産物価格総合／農業

生産資材価格総合）は、15年以降、年々改善

してきたが、19年は農産物価格が下落し農

業生産資材価格が上昇した結果、５年ぶり

に悪化した。

自然災害では、とくに９月と10月に強い

勢力の台風が複数上陸し、房総半島を含む

関東を中心に広範な産地で、農産物、農業

用の機械や施設が大きな被害を受けた。

以下では、労働市場のひっ迫、消費税率

引上げ、大規模な金融緩和、新型コロナウ

イルスの感染拡大や農業物価変動の影響に

注目しつつ、農協経営の動向をみていく。

次に、農協組織の基盤である組合員数、

役職員数、組合員資本、および組合員が利

用する事業の継続に不可欠な設備投資の動

向を概観する。

戸となった。

金融について、日銀は16年からの「長短

金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続

し、19年度平均の国内銀行の貸出金利（スト

ック、総合）は前年度より0.041ポイント低

下の0.871％となり、過去最低を更新した。

新型コロナウイルスに関しては、20年１

月に国内で初めて確認されて以降、感染者

が増加し、３月から（最長５月まで）小中高

校が臨時休校となるなど、影響が広がりつ

つあった。感染防止対策として外出や接触

機会の削減が求められ、飲食店の時短営業

やイベント自粛等により、農畜産物の業務

用需要が大幅に減少した。農協職員の訪問

活動や集合形式での組合員組織活動が制限

された。

（2）　農業物価
― 農業の交易条件が５年ぶりに

悪化―

前述したように10月から消費税率が８％

から10％に引き上げられたが、19年の農産

物価格は、総合指数で前年比2.2%下落した。

年次指数が前年比で下落するのは14年以来

である。作物別にみると、うるち米の19年

６月末の民間在庫量が前年同月比△2.2％

と微減にとどまり、米価の上昇率は前年

の6.4％から0.5％に低下した。野菜価格は

△11.9％と大幅に下落した。生育が順調で、

夏にキャベツやレタスといった葉茎菜類、

秋にダイコンやニンジンといった根菜類の

価格が低迷したことが響いた。さらに、茶

は18年産が豊作で製茶問屋が在庫を抱えて

２　組織基盤・設備投資の動向
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産資材に従事していない）生活購買や共済で

は前年比減少数が多い一方で、管理、販売、

信用の貸付専従は増加している。

全ての組合が職員の定年制を採っており、

定年年齢で一旦退職した職員を再び雇用で

きる再雇用制度を99.2％の組合が導入して

いる。しかし、近年、正職員については退

職者数が増加する一方、採用者数は減少し、

その差が拡大している（第２図）。前述した

ように19年度も有効求人倍率は高い水準で

推移しており、人手不足により採用が困難

になっている様子がうかがえる。

（2）　組合員資本と設備投資
― 事業所減少も設備投資拡大の

兆し―

19年度末の組合員資本は、６兆8,225億円

で、内部留保の増加を主因に、金額にして

1,275億円、率にして1.9％前年比増加した。

このうち出資金（回転出資金を含む）は１兆

5,708億円で、0.2％増加した。

設備投資は増加の兆しがみられる。19年

（1）　組合員数と役職員数

―職員確保に懸念―

19年度の組合員数（団体を含む）は、前年

比0.2％減の1,046万６千人となった（第１

図）。03年度から17年度まで前年比増加が続

いていたが、准組合員の増勢が弱まったこ

とにより、２年連続で前年比減少となった。

内訳をみると、正組合員数は1.6％減の417

万９千人、准組合員数は0.7％増の628万７

千人となり、正組合員の割合は39.9％とな

った。

役員数は、農協合併により減少し１万

6,241人となった。認定農業者とそれに準ず

る者や販売のプロなど実践的能力者を役員

の過半数とする法改正への対応は進み、役

員数に占める割合は65.6％となった。女性

役員は１組合当たり2.2人、役員に占める割

合では8.4％となった。

正職員と臨時職員を合わせた職員数は前

年比△2.4％の23万１千人となった。正職員

は2.4％、臨時職員は2.5％、それぞれ減少し、

全職員に占める臨時職員の割合は17.5％と

横ばいで推移した。

正職員数を担当別にみると、とくに（生

1,000

500

0

（万人・団体）

第1図　組合員数の推移

資料　農林水産省「総合農協統計表」
13年度 15 16 17 18 1914

准組合員（含む団体） 正組合員（含む団体）
組合員計

558.4

456.2

628.7

417.9

1,046.6

558.4

1,014.5

10,000

5,000

0

（人）

第2図　職員の採用者数と退職者数の推移

資料 第1図に同じ
（注）1　中途採用者数は、当年度の（正職員数－新卒採用者数+退職者

数）－前年度の正職員数として推計した。
2　中途採用者数には、定年退職し再雇用した職員を含む。

13年度 14 15 16 17 18 19

採
用
退
職
採
用
退
職
採
用
退
職
採
用
退
職
採
用
退
職
採
用
退
職
採
用
退
職

新卒採用者数
退職者数と採用者数の差 退職者数

中途採用者数
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（1） 信用事業

―貸出金が２年連続で増加―

19年度の貯金の月末平均残高（以下「平

残」という）は、前年比1.3％増の104.4兆円

となった（第１表）。

一方、運用についてみると、貸出金平残

は0.8％増の21.8兆円となった。11～17年度

は前年比減少が続いていたが、18、19年度

と２年連続で前年比増加となった。地方公

共団体や地方公社等向けの貸付金の減少幅

縮小に加え、農協貸出金残高の一定割合を

占める住宅ローンが前年比増加したことが

寄与したとみられる（住宅金融支援機構「業

態別の住宅ローン新規貸出額・貸出残高の推

移」）。前述したように、消費税増税に伴う

駆け込み購入の反動で、新設住宅着工戸数

は前年比減少した。そのような環境下での

貸出金の伸長には、19年度から始まったJA

バンク中期戦略で、貸出の強化を重点施策

の１つに位置付けて取り組んだことが奏功

したとみられる（農林中央金庫（2020））。預

け金平残は1.4％増の79.6兆円、有価証券平

残は前年の増加から減少に転じて1.6％減の

3.9兆円となった。

この結果、貯貸率はやや低下し20.9％、

貯預率はやや上昇し76.2％となった。

（2）　共済事業

―生命、建更ともに保有高減少―

19年度の長期共済保有契約高は前年比

度の設備投資推計額は前年比131億円減と

なった。一方で、設備投資の先行指標であ

る建設仮勘定
（注2）
は、前年比80億円増の177億

円となり、増加額、規模ともに、前回の消

費税率引上げ前の13年度以来の水準となっ

た（第３図）。増加の背景は必ずしも明確で

ないが、消費税率引上げ前の駆け込みによ

る投資も含まれるとみられる。建設仮勘定

は、翌年度以降、有形固定資産に振り替え

られ、設備投資額を押し上げると予想され

る。

本所（本店）、支所（支店）・出張所、事

業所を合計した施設数は１万5,897か所とな

り、前年比4.7％減少した。01年度以降の減

少率をみると、06年度の△6.4％に次いで２

番目に大きい。信用店舗、購買店舗や農業

関連施設の統廃合を反映したものとみられ

る。
（注２） 建設仮勘定とは、建設中の建物等、取得予
定の有形固定資産の引渡しの前に支出した金額
を計上する勘定科目。完成、引渡しの後、事業
に使用した時点で有形固定資産に振り替えられ
る。

400
300
200
100
0

△100
△200
△300

（億円）

第3図　設備投資推計額と建設仮勘定の前年比
増減額の推移

資料 第1図に同じ
（注） 設備投資推計額は、減損損失の累計額を控除する前

の有形減価償却資産取得価額の前年比増減額。

12年度 13 14 15 16 17 18 19

建設仮勘定

設備投資推計額
19年10月に
消費税率が
8％から10％に

14年4月に
消費税率が
5％から8％に

３　主要事業の取扱高
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した。飲用向け乳価が引き上げられ、生乳

生産量も４年ぶりに増加したことによる。

新型コロナウイルスの感染拡大により、

外食産業や観光業の需要が激減し、とく

に肉用牛が大きな影響を受けた。主産地

の宮崎県では１月決算、鹿児島県では２月

決算の組合が多く、19年度調査への影響は

限定的で、肉用牛の販売・取扱高は前年比

△1.4％の5,773億円となった。

米を中心に買取販売が増えている。販

売・取扱高に占める買取販売額の割合は、

前年比0.5ポイント上昇し5.4％となった。買

取販売額の51.1％を米が占めている。米の

販売・取扱高に占める買取販売額の割合は

2.9％減の245.4兆円となった。生命総合共済

保有契約高は、前年比減が続いている。建

物更生共済保有契約高は、17、18年度と前

年比増加したが、19年度は減少に転じた。

（3）　農業関連事業

―６次化で新型コロナの影響―

ａ　販売事業

19年度の販売・取扱高は、前年比0.9％減

の４兆5,251億円となった。品目別にみると、

前述した価格下落の影響で、野菜が金額で

502億円、率にして3.8％、茶が113億円、

26.2％、それぞれ減少した。一方で、生乳は

240億円、5.1％増と、４年ぶりに前年比増加

第1表　主要事業取扱高の推移

信用事業（月末平均残高） 共済事業
貯金
残高

貸出金
残高

預け金
残高

有価
証券
残高

長期
共済
保有
契約高

うち
生命
総合
共済

建物
更生
共済

実
額

16年度
17
18
19

97.6
100.6
103.1
104.4

21.8
21.6
21.7
21.8

72.6
75.7
78.5
79.6

4.1
4.0
4.0
3.9

267.2
260.0
252.7
245.4

125.2
117.8
110.0
103.2

142.0
142.2
142.6
142.2

前
年
比

増
加
率

16
17
18
19

2.5
3.0
2.5
1.3

△2.5
△1.0
0.6
0.8

4.7
4.3
3.7
1.4

△3.5
△2.2
0.3

△1.6

△2.4
△2.7
△2.8
△2.9

△4.8
△5.9
△6.6
△6.2

△0.1
0.1
0.3

△0.3

（単位　兆円、％）

農業関連事業 生活その他事業
農産物
販売・
取扱高

生産
資材
供給・
取扱高

生活
物資
供給・
取扱高

うち
米 野菜 生乳 茶

うち
肥料 農薬 飼料 農業

機械
燃料

うち
食料品

実
額

16年度
17
18
19

46,883
46,849
45,679
45,251

8,429
8,904
8,587
8,545

14,002
13,562
13,103
12,602

4,792
4,754
4,735
4,975

476
500
433
320

18,131
18,302
18,469
18,032

2,834
2,693
2,723
2,696

2,270
2,225
2,204
2,192

3,170
3,185
3,290
3,277

2,403
2,384
2,376
2,323

2,713
3,067
3,186
2,858

6,741
6,800
6,537
5,977

2,015
1,957
1,795
1,633

前
年
比

増
加
率

16
17
18
19

3.4
△0.1
△2.5
△0.9

6.5
5.6

△3.6
△0.5

2.3
△3.1
△3.4
△3.8

△1.2
△0.8
△0.4
5.1

13.3
5.0

△13.5
△26.2

△4.7
0.9
0.9

△2.4

△6.0
△5.0
1.1

△1.0

△0.5
△2.0
△1.0
△0.6

△8.5
0.5
3.3

△0.4

2.4
△0.8
△0.4
△2.2

△8.0
13.0
3.9

△10.3

△4.5
0.9

△3.9
△8.6

△4.9
△2.9
△8.3
△9.1

資料 　第1図に同じ

（単位　億円、％）
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北海道の農業経営体での、GPSガイダンス・

自動操舵装置や搾乳ロボットなど省力的な

機械を導入する動きを反映したものとみら

れる。

（4）　生活その他事業

―食料品供給を中心に減少―

19年度の生活物資供給・取扱高は、前年

比8.6％減少し、5,977億円となった。内訳を

みると、食料品の減少額が大きく、子会社

化や全農等への事業移譲によって集計対象

から外れたことや、生活購買店舗の統廃合

が影響しているとみられる。

（1）　概況
― 事業利益減少も税引前当期利益は

増加―

19年度の事業総利益は、金額にして573

億円、率にして3.2％、前年比減少し、１兆

7,441億円となった
（注3）
。主な要因は、信用事業

総利益と共済事業総利益が減少したことで

ある（第４図）。職員数の減少により人件費

が圧縮されて事業管理費は減少したが、事

業総利益の減少額がそれを上回り、事業利

益は前年比15.7％減少し、1,611億円となっ

た。事業利益の水準としては08年度と同程

度である。事業管理費比率（事業総利益に対

する事業管理費の割合）は90.8％で、前年比

1.4ポイント上昇した。

特別損失では373億円の減損損失を計上

した。信用や購買の店舗統廃合による遊休

年々上昇し14.5％となった。

ｂ　６次産業化

農林水産省「６次産業化総合調査」にお

いて、農協は、農産加工、農産物直売所、

農家レストランの調査対象となっている。

19年度の農協販売額をみると、農産加工は

前年比1.6％増の3,188億円、農産物直売所は

0.3％増の3,618億円となったが、農家レスト

ランは14.3％減の56億円となった。新型コ

ロナウイルスの感染防止対策として発出さ

れた飲食店への休業や時短営業の要請によ

り、農家レストランは落込みが大きかった

一方で、家庭で調理する機会が増えた。こ

れにより、農産物直売所は、全体としてみ

れば健闘したが、立地や利用者層の違いに

より明暗が分かれた。都道府県を越えた移

動自粛により、農村部に所在し、大消費地

から訪れる利用者が多い直売所では売上げ

が大幅に減少したケースもあった（20年２

月21日付日本農業新聞）。

農協の農産物直売所販売額の販売・取扱

高に対する割合は、前年比0.1ポイント上昇

して8.0％となった。

ｃ　生産資材購買事業

19年度の生産資材供給・取扱高は、前年

比2.4％減少し、１兆8,032億円となった。品

目別には、前述した光熱動力価格の下落を

反映して、燃料が10.3％減少した。農業機

械は、全体としては2.2％減と、３年連続で

前年を下回ったが、北海道では４年連続で

前年比増となった。人手不足等を背景に、

４　損益の動向
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化の影響とみられる。減損損失は17年度か

ら３年連続で300億円を超えたが、過去最

高額となった前年に比べると225億円減少

した。

税引前当期利益は5.9％増の1,972億円と

なった。事業利益や経常利益は前年比減少

したものの、特別損失が大幅に減少したこ

とにより、増加となった。
（注３） 19年度「総合農協統計表」の損益計算書の
集計組合数は611組合だが、部門別損益計算書に
ついては信用事業を譲渡した組合を除く607組合
となっており、数値が一致しない。このため、
とくに断らない限り本節では、第１～３項は損
益計算書（611組合の集計値）、第４～６項は部
門別損益計算書（607組合の集計値）を使用した。

（2） 信用事業

―利ざや縮小により資金収支減少―

19年度の信用事業総利益は、金額にして

305億円、率にして4.0％減少した。大宗を

占める資金収支が263億円減少したことが

影響した。貯金利息を中心に資金調達費用

は138億円減少したものの、資金運用収益

がそれを上回って401億円減少したためで

ある。

より詳しくみると、前述の貸出金と預け

金の残高増加は資金収支の増加に寄与した。

一方で、貸出金利の低迷と預け金の奨励金

体系の変更により、貯金・貸出金利ざやと

貯金・預け金利ざやが縮小し、資金収支を

押し下げた（第５図）。

（3） 共済事業

―共済付加収入は減少―

共済事業については、前述した長期共済

保有契約高の減少に伴い、19年度の共済付

加収入が前年比5.7％減少したため、共済事

業総利益は金額にして214億円、率にして

4.6％、前年比減少した。
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第4図　2019年度の事業利益の前年比増減要因
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最後に、19年度の農協経営について、環

境変化の注目点を中心にまとめてみたい。

労働市場がひっ迫した影響もあり、農協

職員数は減少傾向が続いている。これまで、

事業総利益が右肩下がりで推移するなかで、

職員数の減少により人件費を抑制し、事業

管理費の圧縮を通じて、事業利益を確保し

てきた面がある。しかし近年は、退職者数

と採用者数の差が拡大しており、事業や活

動の充実に必要な人材の確保が懸念される

状況にある。

10月の消費税率引上げについては、新設

住宅着工では前回ほどの駆け込み購入の動

きはみられなかった。そのようななかで、

貸付専従職員を拡充し、JAバンク中期戦略

で貸出強化に取り組んだことが実り、貸出

金残高は住宅ローンを中心に２年連続で前

年比増となった。一方で、大規模な金融緩

和政策の継続により、貯金・貸出金利ざや

（4） 農業関連事業

―事業管理費比率はやや上昇―

農業関連事業総利益は、主に生産資材購

買粗利益と販売手数料（買取販売粗利益を含

む）で構成されている。19年度については、

生産資材購買粗利益は前年比0.7%増加した

ものの、販売・取扱高の減少により販売手

数料は1.8%減少した（611組合の集計結果）。

19年度の農業関連事業総利益は4,027億円、

事業管理費が4,491億円でそれを上回り、

464億円の事業損失となった。農業関連事

業の事業管理費比率は、前年比0.6ポイント

上昇して111.5％となった。

（5） 生活その他事業

―事業管理費比率はやや改善―

生活その他事業総利益の過半を占める生

活物資購買粗利益をみると、19年度は供給・

取扱高減少を主因として前年比4.7％減少

した（611組合の集計結果）。19年度の生活そ

の他事業総利益は1,804億円、事業管理費が

2,091億円でそれを上回り、287億円の事業損

失となった。生活その他事業の事業管理費

比率は、前年比1.0ポイント改善して115.9％

となった。

（6）　部門別損益

―信用・共済への依存度高まる―

参考までに、事業利益の部門別構成比を

みると、農業関連事業と生活その他事業の

赤字幅は拡大しており、信用事業と共済事

業への依存度は高まっていることがうかが

える（第６図）。
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第6図　事業利益の部門別構成比

資料　第1図に同じ
（注） 18年度までの部門別損益の集計対象は全ての調査

対象組合だったが、19年度は調査対象611組合のうち
607組合。
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ルスへの対応が加わり、農協の課題は重層

化している。コロナ禍において、これらの

課題を克服するため、協同組合の強みのさ

らなる発揮が求められている。職員の人材

育成や業務のデジタル化に加え、組合員の

事業や経営への一層の参画を進めることが

重要となろう。

＜参考文献＞
・ 小林俊介・鈴木雄大郎（2019）「『駆け込み需要』の
徹底検証（業種別・品目別）」大和総研リサーチレ
ポート

・ 齋藤周（2014）「相続税法改正と貸家着工―税制改
正が貸家着工に与える影響試算―」『みずほリサーチ』
８月号、６～７頁

・ 全国農業協同組合連合会（2018）「平成30肥料年度
春肥の肥料価格について」

・ 農林中央金庫（2020）「JAバンク中期戦略（2019～
2021年度）における2020年度に向けた施策展開（貸
出の強化）について」『JAバンク情報』２月号
https://www.jabank.org/library/pdf/
jabank_202002.pdf（2021年８月31日最終アクセス）

・ 北海道農政部技術普及課（2021）「農業用GPSガイ
ダンスシステム等出荷台数の推移」

・ 国土交通省「住宅着工統計」
・ 住宅金融支援機構「業態別の住宅ローン新規貸出
額・貸出残高の推移」

・ 総務省「人口推計」
・ 日本銀行「貸出約定平均金利」
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「農業物価統計調査」「畜産・酪農をめぐる情勢」「米
穀の取引に関する報告」「令和元年度 食料・農業・
農村白書」「６次産業化総合調査」

・ IMF “Primary Commodity Prices”.

（おだか　めぐみ）

は縮小し、預け金の奨励金体系の見直しも

加わり、信用事業利益は減少した。

新型コロナウイルスの感染拡大により、

飲食店の休業や訪日外国人の大幅減少によ

る需要の減少で、とくに肉用牛の価格が下

落した。主産地では１月決算や２月決算の

組合が多いため、19年度調査への影響は限

定的で、本格的な影響が出るのは20年度以

降とみられる。また、感染防止対策を徹底

しながら、事業推進、組合員組織活動や組

合員と役職員との対話を継続するための方

法が、21年度の現在も模索されている。移

動制限に対しては、農産物商談のオンライ

ン化を進めて旅費交通費の削減につなげ、

また、農畜産物の業務用需要の減少に対し

ては、応援消費の機運を追い風にクラウド

ファンディングを活用して販路開拓をファ

ンづくりにつなげる取組みもみられる。

農業関連事業と生活その他事業の赤字を

信用事業と共済事業の黒字が補う構造は続

いている。19年度の信用と共済の事業総利

益は前年より減少したが、事業利益段階の

依存度は高まった。経営の持続性を高める

ため、農業関連事業と生活その他事業の赤

字削減が急務となっている。

超低金利下での経営基盤強化、職員数の

減少に対応した労働生産性向上という課題

に加えて、20年１月以降は新型コロナウイ

農林中金総合研究所 
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SDGs時代の木材産業
ESG課題を経営戦略にどう組み込むか?

井上雅文・長坂健司・安藤範親　編著
多田忠義・鮫島弘光ほか　著

本書は、木材産業がSDGsやESG課題をなぜ経営戦略に組み込む必要があるのか、どのように
組み込めばよいのかを考えるために最適な一冊である。木材産業に対象をしぼり、経営戦略を検
討するうえで考慮すべき国内外の現状、潜在的な優位性や経営リスクを整理し、あるべき姿の指
針を提示した。さらに、SDGsやESG課題に対する個別企業・団体等の取組事例のほか、2018年
４月から木材利用システム研究会で開始した研鑽会「木材産業におけるESG」の講義録も所収し
ている。
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（注）　単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。

1． 農 林 中 央 金 庫 資 金 概 況
（単位  百万円）

2． 農林中央金庫・団体別・科目別・預金残高
（単位  百万円）2021年 7 月末現在

（注）　 1  金額は単位未満を四捨五入しているので、内訳と一致しないことがある。　　 2  上記表は、国内店分。
3  海外支店分預金計　387 ,473百万円。

3． 農林中央金庫・団体別・科目別・貸出金残高
（単位  百万円）2021年 7 月末現在

年 月 日 預 　 金 発行債券 そ の 他 現 　 金
預 け 金 有価証券 貸 出 金 そ の 他 貸借共通

合　　計

2016 . 7 61 ,050 ,075 2 ,896 ,379 28 ,886 ,283 21 ,619 ,836 53 ,150 ,884 12 ,812 ,756 5 ,249 ,261 92 ,832 ,737
2017 . 7 64 ,377 ,264 2 ,207 ,133 39 ,319 ,634 22 ,273 ,382 61 ,810 ,364 10 ,348 ,206 11 ,472 ,079 105 ,904 ,031
2018 . 7 66 ,847 ,776 1 ,601 ,665 34 ,256 ,456 27 ,405 ,290 51 ,471 ,582 11 ,399 ,305 12 ,429 ,720 102 ,705 ,897
2019 . 7 66 ,390 ,057 1 ,089 ,511 32 ,524 ,016 20 ,957 ,122 52 ,938 ,538 17 ,558 ,358 8 ,549 ,566 100 ,003 ,584
2020 . 7 65 ,057 ,441 642 ,687 33 ,399 ,548 19 ,036 ,661 48 ,201 ,969 18 ,533 ,255 13 ,327 ,791 99 ,099 ,676

2021 . 2 64 ,824 ,691 371 ,494 32 ,551 ,595 15 ,745 ,313 47 ,112 ,981 20 ,491 ,976 14 ,397 ,510 97 ,747 ,780
3 65 ,220 ,039 361 ,479 36 ,122 ,013 19 ,206 ,205 48 ,423 ,796 20 ,182 ,247 13 ,891 ,283 101 ,703 ,531
4 65 ,546 ,446 351 ,460 32 ,574 ,392 18 ,579 ,999 45 ,142 ,127 20 ,000 ,439 14 ,749 ,733 98 ,472 ,298
5 64 ,924 ,299 341 ,457 32 ,494 ,611 16 ,608 ,255 44 ,490 ,977 20 ,564 ,723 16 ,096 ,412 97 ,760 ,367
6 65 ,132 ,310 331 ,439 33 ,972 ,801 19 ,886 ,160 44 ,970 ,885 19 ,980 ,268 14 ,599 ,237 99 ,436 ,550
7 64 ,866 ,657 321 ,427 32 ,454 ,579 17 ,442 ,190 43 ,685 ,430 20 ,399 ,796 16 ,115 ,247 97 ,642 ,663

団 体 別 証 書 貸 付 手 形 貸 付 当 座 貸 越 割 引 手 形 計

系

統

団

体

等

農 業 団 体 1 ,871 ,942 17 ,485 76 ,219 - 1 ,965 ,646
開 拓 団 体 - - - - -
水 産 団 体 65 ,590 18 ,264 7 ,328 - 91 ,182
森 林 団 体 1 ,745 1 ,278 2 ,244 4 5 ,271
そ の 他 会 員 900 510 320 - 1 ,730

会 員 小 計 1 ,940 ,177 37 ,537 86 ,111 4 2 ,063 ,828
その他系統団体等小計 180 ,770 7 ,693 52 ,878 - 241 ,341

計 2 ,120 ,947 45 ,230 138 ,989 4 2 ,305 ,169

関 連 産 業 5 ,008 ,651 23 ,628 885 ,961 1 ,675 5 ,919 ,915
そ の 他 12 ,026 ,381 717 147 ,614 - 12 ,174 ,713

合 　 計 19 ,155 ,979 69 ,575 1 ,172 ,564 1 ,679 20 ,399 ,797

団 体 別 定期預金 通知預金 普通預金 当座預金 別段預金 公金預金 計

農 業 団 体 54 ,205 ,781 - 2 ,503 ,000 482 5 ,180 - 56 ,714 ,443
水 産 団 体 1 ,964 ,669 447 151 ,712 - 39 - 2 ,116 ,867
森 林 団 体 2 ,045 - 4 ,434 4 246 - 6 ,729
そ の 他 会 員 1 ,599 - 16 ,948 18 - - 18 ,565

会 員 計 56 ,174 ,093 447 2 ,676 ,094 504 5 ,465 - 58 ,856 ,604
会 員 以 外 の 者 計 802 ,192 14 ,125 637 ,728 116 ,066 4 ,437 ,082 2 ,861 6 ,010 ,053

合 　 計 56 ,976 ,285 14 ,572 3 ,313 ,822 116 ,570 4 ,442 ,547 2 ,861 64 ,866 ,657
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4． 農 林 中 央 金（貸 方）

（借 方）

（注）　 1  単位未満切り捨てのため他表と一致しない場合がある。　　 2  預金のうち当座性は当座・普通・通知・別段預金。
3  預金のうち定期性は定期預金。

（注）　 1  貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金の計。　　 2  出資金には回転出資金を含む。

5． 信 用 農 業 協 同 組

（注）　 1  貯金のうち当座性は当座・普通・貯蓄・通知・出資予約・別段。 2  貯金のうち定期性は定期貯金・譲渡性貯金・定期積金。
3  借入金計は信用借入金・共済借入金・経済借入金。

6． 農 業 協 同 組

年 月 末
預 金

譲 渡 性 預 金 発 行 債 券当 座 性 定 期 性 計

2021 . 2 8 ,271 ,213 56 ,553 ,478 64 ,824 ,691 22 ,980 371 ,494
3 8 ,427 ,579 56 ,792 ,460 65 ,220 ,039 22 ,980 361 ,479
4 8 ,634 ,863 56 ,911 ,583 65 ,546 ,446 - 351 ,460
5 8 ,098 ,349 56 ,825 ,950 64 ,924 ,299 22 ,980 341 ,457
6 8 ,443 ,874 56 ,688 ,436 65 ,132 ,310 22 ,980 331 ,439
7 7 ,889 ,429 56 ,977 ,228 64 ,866 ,657 - 321 ,427

2020 . 7 8 ,670 ,223 56 ,387 ,218 65 ,057 ,441 - 642 ,687

年 月 末 現 金 預 け 金
有 価 証 券

商品有価証券 買 入 手 形計 う ち 国 債 手 形 貸 付

2021 . 2 51 ,405 15 ,693 ,907 47 ,112 ,981 10 ,824 ,263 1 ,988 - 77 ,021
3 34 ,397 19 ,171 ,807 48 ,423 ,796 10 ,112 ,251 2 ,016 - 67 ,684
4 39 ,271 18 ,540 ,727 45 ,142 ,127 10 ,250 ,222 1 ,502 - 67 ,507
5 53 ,371 16 ,554 ,884 44 ,490 ,977 9 ,798 ,322 1 ,504 - 72 ,678
6 34 ,655 19 ,851 ,505 44 ,970 ,885 10 ,646 ,470 502 - 49 ,802
7 39 ,866 17 ,402 ,323 43 ,685 ,430 10 ,176 ,175 - - 69 ,575

2020 . 7 28 ,064 19 ,008 ,597 48 ,201 ,969 11 ,902 ,699 - - 198 ,846

年 月 末
貸 方

貯 金
譲 渡 性 貯 金 借 入 金 出 資 金計 う ち 定 期 性

2021 . 2 68 ,666 ,355 67 ,061 ,964 800 ,950 2 ,175 ,290 2 ,339 ,366
3 68 ,180 ,657 66 ,704 ,236 755 ,727 2 ,048 ,885 2 ,411 ,412
4 68 ,707 ,979 67 ,215 ,005 737 ,595 2 ,048 ,885 2 ,411 ,412
5 68 ,618 ,923 67 ,281 ,305 780 ,707 2 ,047 ,885 2 ,411 ,412
6 69 ,595 ,148 68 ,007 ,848 768 ,759 1 ,902 ,786 2 ,411 ,412
7 69 ,362 ,322 68 ,001 ,627 804 ,903 1 ,896 ,886 2 ,427 ,807

2020 . 7 68 ,286 ,666 66 ,835 ,632 963 ,745 2 ,202 ,126 2 ,333 ,028

年 月 末
貸 方

貯 金 借 入 金

当 座 性 定 期 性 計 計 うち信用借入金

2021 . 1 42 ,378 ,105 64 ,924 ,288 107 ,302 ,393 712 ,897 634 ,433
2 43 ,215 ,286 64 ,403 ,794 107 ,619 ,080 716 ,769 639 ,579
3 43 ,249 ,494 63 ,620 ,467 106 ,869 ,961 717 ,052 636 ,660
4 43 ,935 ,682 63 ,554 ,109 107 ,489 ,791 719 ,201 638 ,937
5 43 ,581 ,968 63 ,721 ,497 107 ,303 ,465 737 ,922 657 ,062
6 44 ,495 ,225 64 ,255 ,860 108 ,751 ,085 725 ,681 646 ,038

2020 . 6 40 ,752 ,656 65 ,620 ,960 106 ,373 ,616 719 ,774 635 ,946
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庫 主 要 勘 定 （単位  百万円）

合 連 合 会 主 要 勘 定 （単位  百万円）

合 主 要 勘 定 （単位  百万円）

コ ー ル マ ネ ー 受 託 金 資 本 金 そ の 他 貸 方 合 計

- 1 ,295 ,791 4 ,040 ,198 27 ,192 ,626 97 ,747 ,780
- 877 ,743 4 ,040 ,198 31 ,181 ,092 101 ,703 ,531
- 1 ,408 ,079 4 ,040 ,198 27 ,126 ,115 98 ,472 ,298
- 1 ,434 ,974 4 ,040 ,198 26 ,996 ,459 97 ,760 ,367
- 2 ,176 ,643 4 ,040 ,198 27 ,732 ,980 99 ,436 ,550
- 2 ,062 ,882 4 ,040 ,198 26 ,351 ,499 97 ,642 ,663

- 1 ,959 ,811 4 ,040 ,198 27 ,399 ,539 99 ,099 ,676

貸 出 金 コ ー ル
ロ ー ン そ の 他 借 方 合 計証 書 貸 付 当 座 貸 越 割 引 手 形 計

18 ,452 ,533 1 ,960 ,663 1 ,758 20 ,491 ,976 1 ,710 ,890 12 ,684 ,633 97 ,747 ,780
18 ,188 ,452 1 ,924 ,852 1 ,257 20 ,182 ,247 60 ,890 13 ,828 ,378 101 ,703 ,531
18 ,078 ,072 1 ,853 ,493 1 ,366 20 ,000 ,439 2 ,185 ,637 12 ,562 ,595 98 ,472 ,298
18 ,633 ,864 1 ,856 ,936 1 ,243 20 ,564 ,723 1 ,870 ,000 14 ,224 ,908 97 ,760 ,367
18 ,687 ,502 1 ,241 ,436 1 ,527 19 ,980 ,268 2 ,552 ,120 12 ,046 ,615 99 ,436 ,550
19 ,155 ,978 1 ,172 ,563 1 ,678 20 ,399 ,796 4 ,030 ,000 12 ,085 ,248 97 ,642 ,663

16 ,475 ,278 1 ,857 ,605 1 ,525 18 ,533 ,255 373 ,220 12 ,954 ,571 99 ,099 ,676

借 方

現 金
預 け 金

コールローン 金銭の信託 有 価 証 券
貸 出 金

計 う ち 系 統 計 う ち 金 融
機関貸付金

76 ,861 43 ,045 ,168 42 ,992 ,485 55 ,000 1 ,317 ,392 20 ,603 ,307 8 ,630 ,616 2 ,020 ,751
88 ,399 42 ,852 ,796 42 ,781 ,211 50 ,000 1 ,368 ,330 21 ,436 ,008 8 ,597 ,848 2 ,052 ,718
84 ,594 43 ,695 ,457 43 ,633 ,636 35 ,000 1 ,373 ,535 19 ,761 ,809 8 ,500 ,899 2 ,042 ,762
83 ,165 43 ,433 ,938 43 ,359 ,991 30 ,000 1 ,385 ,386 19 ,886 ,091 8 ,542 ,353 2 ,065 ,285
79 ,880 44 ,304 ,597 44 ,243 ,960 45 ,000 1 ,403 ,741 19 ,912 ,837 8 ,513 ,993 2 ,066 ,404
76 ,318 43 ,947 ,574 43 ,890 ,834 55 ,000 1 ,417 ,169 19 ,947 ,973 8 ,587 ,608 2 ,106 ,411

80 ,898 43 ,956 ,094 43 ,899 ,189 68 ,000 1 ,250 ,214 19 ,587 ,317 8 ,410 ,417 1 ,906 ,316

借 方
報 告
組 合 数現 金

預 け 金 有価証券・金銭の信託 貸 出 金

計 う ち 系 統 計 う ち 国 債 計 うち 公 庫
（農）貸付金

445 ,769 80 ,846 ,993 80 ,621 ,460 4 ,704 ,502 1 ,862 ,559 22 ,253 ,356 130 ,953 581
413 ,516 81 ,034 ,549 80 ,799 ,746 4 ,779 ,749 1 ,950 ,553 22 ,334 ,522 131 ,181 578
433 ,617 80 ,522 ,006 80 ,271 ,825 4 ,741 ,841 1 ,906 ,482 22 ,382 ,603 133 ,101 576
475 ,290 81 ,126 ,311 80 ,876 ,341 4 ,763 ,466 1 ,877 ,531 22 ,438 ,868 132 ,647 563
436 ,681 80 ,690 ,333 80 ,432 ,638 4 ,812 ,011 1 ,894 ,510 22 ,635 ,505 132 ,593 563
443 ,979 82 ,076 ,487 81 ,826 ,987 4 ,808 ,257 1 ,853 ,627 22 ,720 ,119 132 ,035 563

458 ,111 80 ,711 ,143 80 ,499 ,994 4 ,311 ,034 1 ,652 ,863 22 ,095 ,573 143 ,678 585
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（注）　貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。

7．信用漁業協同組合連合会主要勘定
（単位  百万円）

（注）　 1  貯金のうち定期性は定期貯金・定期積金。
2  借入金計は信用借入金・経済借入金。
3  貸出金計は信用貸出金。

8．漁 業 協 同 組 合 主 要 勘 定
（単位  百万円）

年 月 末

貸 方 借 方

貯 金
借 用 金 出 資 金 現 　 金

預 け 金 有 価
証 券 貸 出 金

計 うち定期性 計 うち系統

2021 . 4 2 ,462 ,217 1 ,663 ,426 63 ,055 58 ,278 18 ,669 2 ,005 ,083 1 ,983 ,051 76 ,318 454 ,033
5 2 ,479 ,732 1 ,684 ,868 66 ,755 58 ,280 18 ,684 2 ,005 ,935 1 ,982 ,704 77 ,104 464 ,964
6 2 ,489 ,974 1 ,695 ,151 69 ,455 58 ,280 18 ,880 2 ,024 ,264 2 ,003 ,869 77 ,727 466 ,972
7 2 ,490 ,310 1 ,688 ,744 81 ,455 58 ,285 19 ,286 2 ,035 ,334 2 ,014 ,469 76 ,782 466 ,871

2020 . 7 2 ,408 ,310 1 ,668 ,154 52 ,465 54 ,223 18 ,419 1 ,935 ,864 1 ,917 ,420 80 ,000 447 ,487

年 月 末

貸 方 借 方
報　告

組合数
貯 金 借 入 金 払込済

出資金 現 金
預 け 金 有 価

証 券

貸 出 金

計 うち定期性 計 うち信用
借 入 金 計 うち系統 計 うち公庫

（農）資金

2021 . 2 766 ,188 410 ,758 74 ,661 50 ,985 99 ,005 5 ,478 782 ,241 774 ,052 - 123 ,635 3 ,829 75
3 758 ,530 405 ,564 71 ,295 50 ,445 98 ,194 6 ,069 768 ,054 760 ,101 - 123 ,227 3 ,821 75
4 760 ,800 402 ,785 76 ,667 51 ,319 98 ,238 5 ,656 778 ,018 768 ,419 - 124 ,371 3 ,742 75
5 761 ,324 406 ,134 78 ,974 51 ,736 98 ,253 5 ,477 775 ,461 768 ,063 - 124 ,768 3 ,617 75

2020 . 5 744 ,360 405 ,998 77 ,059 53 ,647 98 ,898 5 ,972 742 ,030 734 ,775 - 135 ,203 4 ,387 75

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農林金融2021・10
59 - 533

9．金 融 機 関 別 預 貯 金 残 高
（単位 億円、％）

（注）　1　 農協、信農連は農林中央金庫、信用金庫は信金中央金庫調べ、信用組合は全国信用組合中央協会、その他は日銀資料（ホームページ等）
による。

2　都銀、地銀、第二地銀には､ オフショア勘定を含む｡
3　農協には譲渡性貯金を含む（農協以外の金融機関は含まない）。
4　ゆうちょ銀行の貯金残高は、月次数値の公表が行われなくなったため、掲載をとりやめた。
5　合併に伴い、第二地方銀行の残高が、地方銀行に繰り入れられたことによる計数の影響がある。

農 協 信 農 連 都市銀行 地方銀行 第二地方銀行 信用金庫 信用組合

残　

高

2018 . 3 1 ,013 ,060 648 ,140 3 ,593 ,112 2 ,620 ,107 668 ,302 1 ,409 ,772 203 ,399
2019 . 3 1 ,032 ,245 664 ,436 3 ,755 ,950 2 ,681 ,866 655 ,093 1 ,434 ,772 207 ,220
2020 . 3 1 ,041 ,148 667 ,436 3 ,929 ,329 2 ,777 ,707 624 ,155 1 ,452 ,678 211 ,724

2020 . 7 1 ,063 ,533 682 ,867 4 ,136 ,708 2 ,917 ,676 658 ,934 1 ,536 ,384 220 ,474
8 1 ,068 ,989 687 ,476 4 ,147 ,217 2 ,938 ,073 664 ,227 1 ,551 ,624 222 ,208
9 1 ,065 ,518 683 ,718 4 ,167 ,414 2 ,934 ,785 665 ,912 1 ,556 ,379 223 ,380
10 1 ,072 ,664 686 ,937 4 ,142 ,070 2 ,953 ,071 670 ,519 1 ,562 ,778 224 ,208
11 1 ,069 ,644 686 ,695 4 ,216 ,440 2 ,965 ,137 668 ,774 1 ,564 ,445 224 ,808
12 1 ,077 ,741 691 ,629 4 ,154 ,038 3 ,002 ,622 677 ,508 1 ,579 ,500 226 ,798

2021 . 1 1 ,073 ,024 686 ,046 4 ,188 ,059 2 ,997 ,653 674 ,713 1 ,573 ,050 226 ,360
2 1 ,076 ,191 686 ,664 4 ,194 ,305 3 ,022 ,137 677 ,909 1 ,579 ,887 227 ,599
3 1 ,068 ,700 681 ,807 4 ,332 ,234 3 ,054 ,406 675 ,160 1 ,555 ,960 224 ,049
4 1 ,074 ,898 687 ,080 4 ,356 ,087 3 ,069 ,887 686 ,273 1 ,591 ,376 228 ,291
5 1 ,073 ,035 686 ,189 4 ,378 ,220 3 ,104 ,047 666 ,310 1 ,588 ,281 228 ,060
6 1 ,087 ,511 695 ,951 4 ,303 ,082 3 ,116 ,520 669 ,691 1 ,597 ,593 230 ,440
7 Ｐ 1 ,085 ,706 693 ,623 4 ,283 ,921 3 ,107 ,988 668 ,146 1 ,594 ,303 …

前

年

同

月

比

増

減

率

2018 . 3 2 .9 4 .2 4 .6 3 .0 1 .6 2 .2 2 .0
2019 . 3 1 .9 2 .5 4 .5 2 .4 △2 .0 1 .8 1 .9
2020 . 3 0 .9 0 .5 4 .6 3 .6 △4 .7 1 .2 2 .2

2020 . 7 1 .7 1 .1 10 .4 7 .4 7 .0 6 .1 5 .1
8 1 .9 1 .3 11 .4 7 .6 7 .2 6 .8 5 .2
9 2 .1 1 .4 10 .6 8 .1 7 .8 6 .9 5 .5
10 2 .2 1 .7 9 .2 8 .9 8 .8 7 .5 6 .1
11 2 .0 1 .8 10 .5 8 .5 8 .1 7 .6 6 .4
12 2 .1 2 .0 10 .7 8 .8 8 .6 7 .8 6 .4

2021 . 1 2 .4 2 .0 10 .0 9 .7 9 .4 8 .3 6 .7
2 2 .5 1 .9 10 .1 9 .8 9 .1 8 .2 7 .0
3 2 .6 2 .2 10 .3 10 .0 8 .2 7 .1 5 .8
4 2 .7 2 .3 7 .4 9 .4 8 .5 8 .1 7 .1
5 2 .3 2 .2 4 .6 7 .2 3 .3 6 .9 6 .6
6 2 .2 1 .9 3 .6 6 .3 2 .2 4 .9 5 .2
7 Ｐ 2 .1 1 .6 3 .6 6 .5 1 .4 3 .8 …
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10．金 融 機 関 別 貸 出 金 残 高
（単位 億円、％）

（注）　1　 表 9　注 1、注 2に同じ。
2　貸出金には金融機関貸付金を含まない。また農協は共済貸付金・公庫貸付金を含まない。
3　ゆうちょ銀行の貸出金残高は、月次数値の公表が行われなくなったため、掲載をとりやめた。
4　合併に伴い、第二地方銀行の残高が、地方銀行に繰り入れられたことによる計数の影響がある。
5　元データが改定されたことにより、都市銀行の貸出残高を2019年4月から2021年2月まで遡及改定した。

農 協 信 農 連 都市銀行 地方銀行 第二地方銀行 信用金庫 信用組合

残　

高

2018 . 3 204 ,568 55 ,875 1 ,816 ,884 1 ,996 ,811 519 ,071 709 ,635 110 ,695
2019 . 3 207 ,386 59 ,768 1 ,934 ,688 2 ,082 ,899 517 ,558 719 ,838 114 ,920
2020 . 3 211 ,038 63 ,300 ＊ 1 ,966 ,560 2 ,192 ,275 489 ,890 726 ,752 118 ,549

2020 . 7 213 ,166 65 ,041 ＊ 2 ,098 ,824 2 ,261 ,937 510 ,189 761 ,914 122 ,212
8 213 ,447 65 ,579 ＊ 2 ,088 ,320 2 ,266 ,683 511 ,058 767 ,191 122 ,949
9 213 ,482 64 ,908 ＊ 2 ,082 ,800 2 ,268 ,279 511 ,950 773 ,323 123 ,734
10 214 ,012 66 ,087 ＊ 2 ,070 ,303 2 ,274 ,724 513 ,514 775 ,669 123 ,998
11 214 ,246 65 ,961 ＊ 2 ,086 ,576 2 ,271 ,066 514 ,894 775 ,057 124 ,107
12 214 ,241 66 ,177 ＊ 2 ,066 ,249 2 ,282 ,665 519 ,384 782 ,032 124 ,892

2021 . 1 214 ,462 66 ,140 ＊ 2 ,061 ,036 2 ,286 ,567 519 ,213 780 ,036 124 ,939
2 215 ,180 66 ,099 ＊ 2 ,069 ,286 2 ,292 ,344 520 ,375 780 ,880 125 ,475
3 215 ,956 65 ,451 2 ,072 ,988 2 ,294 ,424 523 ,448 784 ,374 126 ,299
4 216 ,447 64 ,581 2 ,059 ,138 2 ,296 ,058 524 ,412 784 ,845 126 ,176
5 218 ,405 64 ,771 2 ,050 ,720 2 ,310 ,066 510 ,677 784 ,537 126 ,436
6 219 ,143 64 ,476 2 ,043 ,438 2 ,311 ,217 511 ,288 784 ,507 126 ,588
7 Ｐ 220 ,850 64 ,812 2 ,033 ,100 2 ,320 ,563 513 ,378 785 ,340 …

前

年

同

月

比

増

減

率

2018 . 3 0 .4 6 .1 △1 .6 4 .1 3 .3 2 .6 4 .1
2019 . 3 1 .4 7 .0 6 .5 4 .3 △0 .3 1 .4 3 .8
2020 . 3 1 .8 5 .9 ＊ 1 .6 5 .3 △5 .3 1 .0 3 .2

2020 . 7 1 .8 9 .0 ＊ 9 .5 5 .7 7 .1 6 .8 6 .4
8 1 .7 8 .4 ＊ 9 .3 5 .6 7 .0 7 .2 6 .5
9 1 .7 7 .1 ＊ 8 .1 5 .4 6 .8 7 .4 6 .5
10 1 .9 7 .2 ＊ 8 .1 5 .6 7 .4 8 .2 6 .9
11 1 .8 6 .5 ＊ 8 .5 5 .1 7 .1 7 .8 6 .6
12 2 .2 5 .7 ＊ 6 .8 5 .0 6 .8 7 .9 6 .4

2021 . 1 2 .4 5 .6 ＊ 6 .6 5 .1 7 .2 8 .5 6 .8
2 2 .5 5 .4 ＊ 7 .1 5 .1 7 .1 8 .3 6 .9
3 2 .3 3 .4 ＊ 5 .4 4 .7 6 .9 7 .9 6 .5
4 2 .6 2 .1 ＊ 1 .1 4 .1 6 .7 7 .7 6 .5
5 2 .8 1 .3 ＊ △2 .1 3 .4 2 .5 6 .1 5 .5
6 3 .1 0 .0 △3 .4 2 .8 1 .2 4 .4 4 .5
7 Ｐ 3 .6 △0 .4 △3 .1 2 .6 0 .6 3 .1 …
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本誌に掲載の論文、資料、データ等の無断転載を禁止いたします。

本誌に対するご意見・ご感想をお寄せください。
送り先　　〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷 5－27－11　農林中金総合研究所

ＦＡＸ　 0 3 － 3 3 5 1 － 1 1 5 9
Ｅメール　norinkinyu @ nochuri. co. jp

農中総研では、全中・全漁連・全森連と連携し、東日本大震災からの復旧・復興に

農林漁業協同組合（農協・漁協・森林組合）が各地域においてどのように取り組んでい

るかの情報をデータベース化し、2012年３月より、ホームページ「農林漁業協同組

合の復興への取組み記録～東日本大震災アーカイブズ（現在進行形）～」で公開して

まいりました。

発災後10年を迎え、この取組みを風化させないため、関係団体と協議のうえ、この

ホームページに掲載した全国から提供いただいた情報を国立国会図書館へ寄贈するこ

ととし、国立国会図書館ホームページ「東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）」からの

閲覧が可能となりましたので、ご案内申し上げます。

（株）農林中金総合研究所

ホームページ「東日本大震災アーカイブズ（現在進行形）」データ寄贈のお知らせ

＜寄贈先：国立国会図書館ホームページ＞

「農林漁業協同組合の復興への取組み記録 東日本大震災アーカイブズ（農林中金総合研究所）（承継）」のデータ一覧
（https://kn.ndl.go.jp/#/list?searchPattern=category&fq=(repository_id:R200200057)&lang=ja_JP）
閲覧いただくページは国立国会図書館インターネット資料収集保存事業（WARP）で保存したものとなります。

※検索手順：①（ひなぎく）HPから「詳細検索」タブを選択。
②「詳細検索ページ」が開いたら「全ての提供元を表示」ボタンを押下。
③ ページ下部の「全て選択/解除」ボタンで一旦 を外してから、提供元「農林漁業協同組合の復興への
取組み記録 東日本大震災アーカイブズ（農林中金総合研究所）」を選択のうえ、キーワードをいれて検索
してください。

→「（詳細情報を見る）」をクリックすると、テキスト情報が掲載されます。

国立国会図書館
インターネット資料収集保存事業
（WARP）
［URL: https://warp.da.ndl.go.jp/ ］

国立国会図書館
東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）

［URL: https://kn.ndl.go.jp/ ］

※
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